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障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査  結果報告（暫定集計）  

平成20年10月3日  

厚生労働省障害者雇用対策課地域就労支援室  

1．調査実施の概要  

（1）対象※平成20年6月末時点で、連絡先が確認できた事業所を対象とした。  

①就労移行支援事業者  

就労支援員  

②障害者就業・生活支援センター  

就業支援担当者  

③第1号職場適応援助者助成金認定法人  
第1号ジョブコーチ  

④第2号職場適応援助者助成金認定法人  

第2号ジョブコー チ  

1199カ所  

1199人以上   

204カ所  

450人   

327カ所   

588人  

24カ所  

40人  

（2）方法   

対象事業所に事業所用及び個人用調査票を送付し、事業所から対象個人に転送しても   

らい、回答の上、厚生労働省障害者雇用対策課地域就労支援室あて返信をしてもらった。  

①・②については、当室からメールにより調査票・回答票を送付した。   

※①のうちメールアドレスが不明であった721カ所については、調査票を郵送したところ、うち約280事   

業所からメールにて回答票送付依頼があり、追加でメールにより調査票個答票を送付した。   

③・④については、高齢・障害者雇用支援機構地域障害者職業センターを通じ、メールによ   

り調査票・回答票を送付した。   

（3）内容  

く事業所＞   

○所属法人の属性（法人の形態、従業員数、実施している事業等）   

0事業所の属性（実施している事業、事業を開始した時期、従業員数、利用者数等）   

⊂）事業所の人材育成の現状と今後  

＜個人＞   

○個人の属性（性別、最終学歴、就業形態、就労経験、資格）   

○職務と能力（業務量、機会、備わっているか、習得方法）   

○その他（研修受講経験・受講希望、因っていること、相談先、満足度、将来展望）   

（4）期間  

①について、平成20年7月23日（水）～8月12日（火）  

②～④について、平成20年7月1日（火）～8月1日（金）  

（いずれも9月］1日到着まで集計に含めた。）   

（5）結果  

回収率   有効rrll答数  

多行支援事業者   565   47．1％   

ぢ’支援員   706  

賢就業・生活支援センター→   l17   57．4％   

罠支援担当首   247   54．9（払   

チ職場適応援助者助成金認定法人   209   63．9％   

号ジョブコー∴チー   
ニミ57   6Cし7％   

三川洗場適応援助者助成金認定法人   18   75．0％   

！ぢ一ジョブコーチ  27  ⊥一¶＿＿ 】 ▼∧．、   67．5％  



※本結果は10月3日現在の暫定集計であり、確定版は研究会報告書において発表する予定である。  

※「傾向がある」等の記述については、統計的解析を行っておらず、構成比から見た解釈である。  
※複数回答（MA）の回答数については、構成比は各有効回答数で計算しており、表記は最も多い   

回答数を表記しているため、必ずしも構成比とは合致していない。   

Ⅰ 事業所（属性概要）   

1，移行支援事業所  

（1）事業所の属する法人は、社会福祉法人が74．7％占め、就労移行支援事業以外に、就労継続支援   

B型を行っている（72．2％）法人が多かった。また約2割の法人がジョブコ ーチ助成金の認定法人   

になっていた。  

（2）事業所は、3分の2が就労継続支援B型を行っていた。  

（3）就労移行支援事業を開始した時期と一般就労に向けた支援を開始した時期を見たところ、とも   

にバラツキが見られたが、平成18年度以降に一般就労に向けた支援を開始した事業所のうちほ   

とんどが就労移行支援事業をきっかけに一般就労に向けた支援を開始したことが見られた。  

（4）従業員規模は平均13．90人であり、そのうち就労支援に携わっている人は就労支援員も含め  

2．84人であった。  

（5）現在の利用者数は平均14．73人で知的障害者が約6割を占めた。利用終了者は平均4．92人で、  

そのうち就職した者は平均2．81人であった。   

2．障害者就業・生活支援センター  

（1）事業所の属する法人は、社会福祉法人が9割を占め、ケアホーム等を実施しているところが最   

も多く、就労移行支援事業や就労継続支援B型を行っている法人は5割程度であった。また約6   

割の法人がジョブコーチ助成金の認定法人になっていた。  

（2）従業員規模は平均4．78人であり、そのうち就労支援に携わっている人は就業支援担当者も含  

め3．44人であった。  

（3）現在の利用者数は平均191．81人で知的障害者が約半数を占めた。   

3．第1号ジョブコーチ助成金認定法人  

（1）事業所の属する法人は、社会福祉法人が9割近くを占め、ケアホーム等を実施しているところ   

が最も多く、6割が就労継続支援B型、5割が就労移行支援事業や障害者就業・生活支援センタ   

ーを実施していた。ジョブコーチ助成金の認定法人には、平成17年度上半期以前になった法人  

が約半数であった。  

（2）事業所は。就労移行支援事業、就労継続支援B型、障害者就業・生活支援センター、ケアホー   

ム等を実施しているところが3分の1程度いた。一般就労に向けた支援は平成15年度以前に開  
始した事業所が6割以上であった。  

（3）従業員規模は平均23．15人であり、そのうち就労支援に携わっている人は5．99人であり、ジ  

ョブコーチ養成研修修了者は1．73人であった。  

（4）現在の利用者数は平均115．35人で知的障害者が約4分の3を占めた。   

4．第2号ジョブコーチ助成金認定法人  

（1）回答した事業所のうち7事業所（46．7％）が特例子会社であった。ジョブコーチ助成金の認定法  

人には平成18年度、19年度になった事業所が多かった。  

（2）従業員規模は平均303．83人であり、就労支援に携わっている人は7．76人であり、ジョブコー  

チ養成研修修了者は1．72人であった。  

（3）現在の利用者は平均57．94人で身体障害者が6割弱であった。   

Ⅲ 個人（属性概要）   

1．就労支援員  

（1）大学・大学院卒（福祉系＜福祉系以外）の者、20代・30代の者が多かった。  
（2）他の就労経験がなく、就労支援員として障害者就労支援に1～3年未満もしくは1年未満の経  

験がある者が多かった。  

（3）現在関係資格を保有していない者が多かったが、社会福祉士所持者が2割程度いた。また今度  

は職場適応援助者養成研修の受講希望が5割弱おり、社会福祉十資格取得希望も4割程度あった。  
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2．就業支援担当者  

（1）大学・大学院卒偏祉系＞福祉系以外）の者、30代・40代の者が多かった。  

（2）障害者支援について5年以上の経験を持ち、就業支援担当者としては1～3年未満もしくは1   
年未満の経験がある者が多かった。  

（ニi）現在関係資格を保有していない者が多かったが、社会福祉士所持者が4分の1程度いた。また   
今後は社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得希望が3割程度あった。   

3．第1号ジョブコーチ  

（1）大学・大学院卒（福祉系く福祉系以外）の者、30代の者が多かった。  
（2）障害者支援について5年以上、障害者就労支援の経験は5年～10年未満の経験を持ち、うち   

ジョブコ ーチとしては1～3年未満の経験がある者が多かった。  

（3）現在関係資格を保有していない者が多く、今後は社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得希望   
が2～3割程度あった。  

（4）ジョブコーチ専任として活動している者は16．4％で、兼務している者のうちジョブコーチ業務   

は3へノ5割と回答する者が多かった。また1ケ月の平均活動目数が10日未満の者が多かった。   

4．第2号ジョブコーチ  

（1）福祉系以外の大学・大学院卒と中卒・高卒の者、30代の者が多かった。  

（2）企業等での就労経験や障害者就労経験が5年以上の者が多く、うちジョブコー チとしては1～  

3年未満の経験がある者が多かった。  

（3）現在関係資格を保有していない者が多く、今後は精神保健福祉士や産業カウンセラー、臨床心   

理士の資格取得希望が2割程度あった。  

（4）ジョブコーチ専任として活動している者は7．7％で、兼務している者のうちジョブコーチ業務   

は1へノ5割と回答する者がほとんどであった。また1ケ月の平均活動目数が15日以上と回答し   

た者が4割程度であった。  

Ⅲ 事業所（人材育成）   

障害者の就労支援に関わる人材の育成の現在の状況と今後の方針について質問したところ、結果は  

以下のとおり。   

（1）現在の状況   

現在の状況として、全般的に「勤務時間中の外部研修・勉強会への参加を認めている」、「外部研修・  

勉強会に参加する際に費用の補助をしている」と回答した事業所が大部分であったr）   

また、「事業所や法人内で研修・勉強会を行っている」事業所も3～5割見られた。   

r人事異動により就労支援に必要な業務を経験させることにしている」事業所は、第1弓一、第2号  

ジョブコーチ助成金認定法人において．比較的多く、就労移行支援事業所で低かった。   

（2）今後の方針   

↑後の方針については、無回答が多かったことから、現在の状況から前進が1つでもあった事業所  

に／っいてのみ集計を行った‖（なお、構成比については、比較のた好）、現在の状況の有効回答数で割  

ったものを表示している。）  

その結果、第2号・ジョブコーチや移行支援事業所に耕、て「事業所や法人内で研修・勉強会を行う」  

と回答した事業所が多か／〕た。また、障害者就業・斗二括支援センター以外において「人事異動により  

就労支援に必要な業務を経験させる」方針であると回答した事業所が多かった 

現在の状況と今後の方針を合わせると、8割以卜の事業所において「勤務時間しいの外部研修・勉強  

ごン、、、の参加を認めている」、 「外部研修・勉強会iこ参加十る際に費fFJ（7）補助をしている」ニとになり、  

よた5捌以L二の事業所又は洪人山で「研修・勉強会を行イ⊂いるt 二とになる‖ 去た、こう～5割程度  

「人「をi異軌に、上り兢ウニ’支援に必要な業務を経験させるJことがわか／）た〔 
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Ⅳ 個人（職務・能力要件）   

1．業務量  

（1）就労支援員と就業支援担当者＜別添表1＞   

それぞれ就労支援員／就業支援担当者として活動する場合の各業務の業務量について質問したと  

ころ、以下のような傾向※が見られた。 ※統計的な分析は行っておらず、構成比からみた解釈である。以下同じ。  

①就労支援員の方が業  a）施設内での障害者に対する作業指導   

務が多い項目   b）施設内での作業に関わる品質管理、受注、納品等の業務  

c）施設を利用する障害者の生活面に関わる支援   

②就業支援担当者の  d）職業相談   

方が業務が多い項目  h）面接練習や履歴書の作成等の支援  

i）障害者に対するハローワークへの同行  

j）ハローワークでの求人検索  

1）自主的な求人・実習先の開拓（民間の求人情報の収集、企業訪問等）  

m）職場実習先での支援、実習の付き添い  

0）就職後のフォローアップとしての職場訪問  

p）就職した障害者に対する生活面に関わる支援  

q）事業主に対する障害者の特性に関する助言  

r）事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言  

u）地域における就労支援機関との連携・支援ネットワークづくり  

v）就労支援サービスを提供する障害者の確保   

③ともに行っている項  e）障害者の職業能力・適性の把握（アセスメント）   

目   の就労支援計画の作成  

g）基礎訓練、職業準備訓練、職場実習等のあっせん  

s）ケア会議、ケース会議等への参加  

t）家族との連絡調整（情報提供、相談等）   

④ともにあまり行ってい  k）ハローワーク職員との同行求人開拓   

ない項目   n）職場適応支援（ジョブコーチ支援）   

（2）第1号・第2号ジョブコー チ＜別添表2＞   

第1号ジョブコーチは、「C）支援計画の作成」と「b）職場開拓」以外の項目について業務量が多  

かった。特に、「n）障害者職業センターとの連絡調整」と「1）フォローアップ」については7割以  

上の者が「業務が多い」と回答していた。   

第2号ジョブコーチは、ジョブコーチとして活動する時には全般的に業務を行っており、特に「1）  

フォローアップ」と「d）職場環境のアセスメント」については7割以上の者が「業務が多い」と回  

答していた。  
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2．必要な知識・スキル（機会）＜別添表3＞   

それぞれ活動する上で、項目に挙げた知識／スキルは業務上活用する機会があるかについて質問  

したところ、以下のような傾向が見られた。  

①全般的に活用する機l  a）障害特性に関する知識   

会があるもの   b）障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

i）就労支援計画の策定に関するスキル  

0）障害者の希望や特性に応じた仕事の選択やマッチング支援を行う知識・スキル  

【））（就職後の）フォローアップとして（職場を訪問し、）障害者の職場定着支援を行うスキル  

「）他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル   

②就業支援担当者が活  c）障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）   

用する機会が多いもの  8障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識  

h）一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

k）職業相談に関するスキル  

m）職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

n）障害者求人の開拓や職域開発に関する知識・スキル   

③就業支援担当者と第2  d）企業に関する基礎知識   

号ジョブコーチが活用す  e）職場の雇用管理に関する基礎知識   

る機会が多いもの   g）労働基準法、最低賃金法等雇用に関する法律・制度に関する知識   

④他に比べて機会が少  ＜就業支援担当者＞   

ない者   j）施設内／事業所内での作業指導に関する知識・スキル  

く就労支援員＞  

q）（就職後の）障害者の状況に応じて事業主への助言を／適切な対応行う知識・スキル   

こi．必要な知識・スキル（自分）＜別添表4＞   

それぞれ活動する上で、項目に挙げた知識／スキルが自分にどのくらい備わっているかについて  

質問したところ、以下のような傾向が見られた。  

（D全般的にある程度備  a）障害特性に関する知識   

わっているもの   b）障害特性に応じた職業的課題に関する知識  

h）一般就労に向けたアセスメントに関するスキル  

j）施設内／事業所内での作業指導に関する知識・スキル  

i）就労支援計画の策定に関するスキル  

1）面接訓練や履歴書の作成支援に関する知識・スキル   

②就労支援員が不足し  k）職業相談に関するスキル   

（し、ると回答したもの   汀1）職場実習先の開拓に関する知識・スキル  

n）障害者求人の開拓や職域開発に関する知識・スキル  

0）障害者の希望や特性に応じた仕事の選択やマッチング支援を了テう知識・スキル  

【））（就職後の）フォローアップとして（職場を訪問し、）障害者の職場定着支援を行うスキル  

q）（就職後の）障害者の状況に応じて事業主への助言を／適切な対応行う知識・スキル  

r）他の関係機関との連携・調整を行う知識・スキル   

③2号－．IC＞就業支援担  d）企業に関する基礎知識   

当者＞1号、IC二＞就労支  c）職場の雇用管理に関する基礎知識   

援員   g）労働基準法、最低賃金法等雇用に関する法律・制度に関する知識   

（わ他に比べてやや不足  ＜2号JC＞（：）障害首福祉に関する知識（法律・制度を含む）   

しているもの   ＜就労支援眉、1号．IC＞f）障害者雇用促進法・雇用制度に関する知識   

4．必要な知識・スキル（習得方法）＜別添表5＞   

項目に挙げた知識／スキルをどうやって身につけたか最も効果的だったノブ法について質問したと  

ころ、ほとんどの項目で「仕事を通じて」という回答が多かったが、F研修や講訊こ参力rl」と回答し  

た者が比較的多かった項Flは以Fのとおり。  

rt⊥ 1く   c）障賓老福祉に関する知識（法律・制度を含む）  

印章ナニ首雇用促進法・雇用制度に関する知識   

㌻支援員以外   之l）障害特性に関する知識  

i）就労支援計画の策定に関するスキル   

;-Jc g）ウ；－働基準法、最低賃金法等雇用に関寸‾る法律・制度に閲すろ知識  

rl）一般就労にl軸ナたアセスメントに関■i「るスキ′し   ．t））障害特性に応じた職馴勺課題に鞋Hる知識  ・、2封（二           了i㌻一  p）（就職後の）フォtトアソプとして（職場む訪問し、）時空二首の職場定着支援せ行うスキル   rう他〝）関係相潤け慣連携・調整を行う知識・スキル   
5   



5．困っていること＜別添表6、表7、表8＞   
一般就労に向けた支援にあたり、因っていることがあるかについて質問したところ、以下のよう  

な傾向が見られた。  

①2号JC以外で「はい」  a）就労支援に必要な知識が足りないb）就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていない   

が多かった項目   b）就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていない  
g）企業や職場の情報が少ない ※2号JC非該当  

h）職場実習先や求人企業がない ※2号JC非該当  

i）障害者雇用に関して企業（【2号】トップ）の理解がない  

♪企業（【2号】福祉や教育等の機関）に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難しい   

②全般的に「いいえ」が  e）業務が忙しく、外部の研修等に参加できない   

多かった項目   0就労支援以外の業務が多く、就労支援を行う時間がほとんどない  

k）地域に就労支援サービスの利用対象となる障害者が少ない  

1）所属している法人が就労支援に関して理解がない ※2号IC非該当  

m）職場の上司や同僚が就労支援に関して理解がない  

n）就労支援に関して悩みがあるときに相談する先がない  

0）支援している障害者（保護者）が一般就労に関して熱心でない  

p）地域の関係機関が就労支援に熱心でない  

q）地域の就労支援機関との連携がうまくできない  

r）どこから就労支援をはじめていいのかわからない  

s）障害者の特性や状態像の把握したり、信頼関係を築くのが難しい   

③就労支援員が「はい」  c）就労支援に必要な知識を習得できる研修の機会が不足している   

が多かった項目   d）就労支援に必要な実践的なノウハウを習得する機会が不足している  

また、特に困っていることを3つまで選んでもらったところ、回答が多かったのは、それぞれ以  

下のとおりであった。  

（D就労支援員   h）職場実習先や求人企業がない［34．7％］  

b）就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていない［34．3％］  
a）就労支援に必要な知識が足りないb）就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていない  
［29，1％］   

（∋就業支援担当者   h）職場実習先や求人企業がない［41．8％］  

j）企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難しい［30．9％］  

b）就労支援の実践的なノウハウが蓄積されていない［28．0％】   
（参第1号ジョブコーチ  h）職場実習先や求人企業がない［4l．6％］  

j）企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難しい［29．8％］  

g）企業や職場の情報が少ない［23．9％］   

④第2号ジョブコーチ   8就労支援以外の業務が多く 

j）企業に障害者の支援ノウハウを理解させるのが難しい［31．8％］  

d）就労支援に必要な実践的なノウハウを習得する機会が不足している［27．3％］  

0）支援している障害者（保護者）が∽一般就労に関して熱心でない［27．3％］  

因っている時の相談先について3つまで選んでもらったところ、回答が多かったのはそれぞれ以  

F（7）とおりであった。  

①就労支援員   ・同じ事業所の上司・同僚［85．5％］  

・労働局・ハローワークの担当者［51．7％］  

・他の機関で障害者の就労支援を担っている人（上記以外）［41．3％］   

②就業支援担当者   ・同じ事業所の上司・同僚［85．7％］  

・労働局・ハローワークの担当者［72．2％］  

・障害者職業センターの障害者職業カウンセラー［42．8％］   

③第1号ジョブコーチ  ・障害者職業センターの障害者職業カウンセラー［80．0％］  

・同じ事業所の上司・同僚［79．4％］  

・障害者職業センターの職場適応援助者（配置型ジョブコーチ）［53．1％］   

毎）第2号ジョブコーチ   ・同じ事業所の上司・同僚［77．8％］  

・障害者職業センターの障害者職業カウンセラー［63．0％］  

・他の機関で障害者の就労支援を担っている人（上記以外）［40．7％］   

6   



6．研修の受講状況＜別添表9＞   

研修の受講状況について質問したところ、以下のような傾向が見られた。  

○ 就労支援員は、「法人内で行う就労支援以外の研修」の受講経験が約4割あったが、それ以外   

の研修については「機会があれば受講したい」と答える者が多かった。   

0 就業支援担当者は、「法人内で行う就労支援・就労支援以外の研修」及び「就業支援基礎講座」   

の受講経験が4～5割あったが、それ以外の研修については「機会があれば受講したい」又は「受   

講予定なし」と答える者が多かった。  

〔〕第1号、第2号ジョブコーチは、「法人内で行う就労支援・就労支援以外の研修」の受講経験   

が5割程度あったが、それ以外の研修については「機会があれば受講したい」と答える者が多か  

った。  

7．研修の受講希望＜別添表10＞   

就労支援を行うにあたって、受講したい研修プログラム等について質問したところ、以下のよう   

な傾向が見られた。  

（力全般的に受講意欲が  b）就労支援に関する専門的な知識を習得する研修   

高かった項目   d）就労支援に関する専門的な支援スキル・技術を身につける研修  

h）就労支援に関するケーススタディが中心の研修  

j）他の機関の就労支援担当者等との交流会  

k）地域の関係機関の関係者（就労支援を担う者以外も含む。）との交流会   

②全般的に受講意欲が  

低かった項目   

③2号JCの受講意欲が  c）就労支援に関する基礎的な支援スキル・技術を身につける研修   

低か／）た項目   i）外部の専門家から就労支援に関する助言やアドバイス   

㊥その他   く第1号、第2号J（二で低い＞a）就労支援に関する基礎的な知識を習得する研修  

く就業支援担当者、第2号で低い＞e）ジョブコ」チに関する基本的な知識やスキルを習  

得する研修  
く就業支援担当者で低い＞わジョブコーチに関する専門的な知識やスキルを習得する研  

修   

㍑．什事の満足度＜別添表11＞   

現在の仕事の満足度について質問したところ、以卜のような傾向が見られた。  

○ 就労支援貝は、全般的にやや満足しているが、「能力スキルの向上」についてやや不満足であ  

る。  

〔）就業支援担当者は、「仕事の内容」や「職場の人間関係」について満足しているが、「仕事の報   

酬」についてやや不満足であり、総合評価はやや満足となっている。   

○ 第1号ジョブコーチは、「仕事の内容Jには満足しているが、「仕事の報酬」や「能力スキルの   

向上」についてやや不満足であり、総合評価はやや満足となっている。  

〔）第2ぢ－ジョブコーチは、「能力スキルの向上」についてやや満足であるが、それ以外の項目全   

般で満足している（－  

！）．仕事の展望＜別添表12＞   

5年後にどのようなfヒ事をしていると思うか賃「～≡lしたところ、以卜のような傾向が見られた。  

（⊃ 就労支援員と就業支援担1者‘は、「現弟三と同じ什事をしている」と回答した者が5割弱おり   

続いて「障害者福卜祉の仕事をしている」と【rきl答した者が多かったー）  

〔〕第1号、第2号ジョブコーーナは、 「現在と同じ仕事をしている」と［回答した者が4割弱おり   

続いて rジョブコー∴チ以外の瞳書昔町就労支援の什ヰをしていろJと阿答した者が多かった。   



別添  

事業所調査（人材育成部分）  

の就労移行支援事業   

障害者の就労支援に関わる人材の育成（MA）  
今後の方針  

∩（N＝553）  構成比（％）  示扇面1商議元て元う   

a）事業所内で研修・勉強会等を行亨旦拉冬   223   403   113   20．4   

b）法人内で研修・勉強会を行っている   183   33．1   104   188   

？）勤務時間中の外部研修・勉強会への参鱒を認めてしや   90．4   21   3．8   

些里寧鱒修・勉強会に参加する際に費用を補助をしている   500            435      787  33   60   

e）人事異動にネり就労支援に必要な業務を経験させることにしてい冬   110  】 19．9  91   165   

巾就労支援に関するスキルアップに関してl享噂些埋草てし！を 93  －  16．8   20   36   

▼】            g）最初からノウハウのある人材を登用しており（する方針なので）、研修等  15 1 2・7  23  

坦特に何もしていない／するつもりがない   8  】  1．4  

i）その他  6  2．0   

②障害者就業・生活支援センター  

a）事業所内で研修・勉強会等を行っている   

b）法人内で研修・勉強会を行っている   

c）勤務時間中の外部研修・勉強会への参加を認めている   

③第1号ジョブコーチ助成金認定法人  

e）木筆異動l三皐り革労享援に些要な業務を径琴させる三とI；している  

いない／するつもりがない   

④第2号ジョブコーチ認定法人  

障害者の就労支援に関わる人材の育成（MA）   
現在の状況（MA）  今後の方針（MA）  

n（N＝18）構成比（％）    n（N＝9）≒構成比（％）   

a）事業所内で鱒嘩・勉強会等を行っている   10   55．6   4  22．2   

b猿人申で研修・勉弓畢章を行っている  3 16．7   
c）勤務時間中の外部研修・勉強睾への参加を翠申ている  

d）外部研修・勉強弾こ奉加する際に畢鱒を補鱒をしている  十三  
e）｛事異動により革労支援に必要な業務を繹琴させることにしている  

u  

f）就労支援に関するスキルアップに関しては個人に任せている   2  11．1  2 11，1  

g）最初からノウハウのある人材を登内しており（登用する方針なので）、融   
0   

修等l享埠要がない。   0  
0  0．0  

h）特に何もしていない／するつもりがなし1   0  0  
0  0＿0   

i）その他   0  0  O 0．0  



個人調査（職務・能力等）   

■表1【移行・ナカホ○ッ】業務量  

の職業能力・適性の把握（アセスメ  

ーワークでの求人検索   

ワーク職員との同行求人開拓   

人・実習先の開拓（民間の求人   

場適応支援（ジョブコーチ支援）   

した障害者に対す 

ア会議、ケース会議等への参加   

域における就労支援機関との連携・支   

2  

・－‾▼「石  

，く買   



d）職場環境のアセスメント   

用前に職場への適応能力向上を図るた   
実施する陣場実習等の支援   

用後の本人に対する集中的支援   

k）豪族と示商議二面奮   

l）ラォ白ニラうプ  

示ケニえ套議蘭催の調整   

革4．0   

3
 
 
 



扇面書特性に応じた画棄両頭薗た蘭する知識  

c）障害者福祉に関する知識（法律・制度を含む）   

d）企業に関する基礎知識  

e）職場の雇用管理に関する基礎知識   

相談に関するスキル   

トト  



■表4【全】知識・スキル（自分）  

＜移行＞  ＜ナカポッ＞  ＜1号JC＞  ＜2号JC＞  

る   足  る  足  全体       全体       全体       全体          ある  少しあ 少し不不足     ある ／少しあ少し不    不足   ある  少しあ ′   不足   ある  少しあ  少し不  不足                       る  足       る  足  

a）障害特性に関する知識   

扇薩書画怪た而亡た廟書面無題た蘭す盲裏白嶺   

云油壷奮著福祉た蘭テる葡知（法律・和恵を含む）  

d）企業に関する基礎知識   

e）職場の雇用管理に関する基礎知識   

福音書豆腐虎進法二雇用制度に関する知識   

わ二蔽寵労†≡向けたアセえ）シトた蘭テる云亨ブ［   

iう蔵労支援計画の策定た画する頁享元   

k滴操相吉新王蘭するえキ元   

ル   

ふ）醜瘍実習先の開拓に関する知掛スキル   

キル   

■）適切な障害者募集の方法や職域開発に関する知  

識・スキル  

p）（就職後のうフf己ニテうラとして（画房妄南面亡う   

障害者の職場定着支援を行うスキル   

し刀  



理に関する基礎知識  

用促進法・雇用制度に関する知識   

計画の策定に関するスキル  

くフ＼  
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業支援基礎講座（高障機構・障害者 

に関する専門的な知識やス 

る座学（講習）が中心の 

（：D   



■表11【全】仕事の満足度  

＜移行＞  ＜ナカポッ＞  ＜1号JC＞  ＜2号JC＞  
全休       全体       全体       全体          満足  やや満 やや不 不満足      満足  やや満      満足  やや満    不満足      やや不  

足  満足  足  満足  足  三高足  足  満足   
a）仕事の内容・やりがい   692  270  327  77  18   223  118  88  16   353  164   149  34  6  27  18   4   5  

1．7              100．0  39，0  】】一j7，3    11．12．6    100．0  52，9       100．0  4¢．ち  42．2  9．6   100．0  6飢7  14．8  18．5  
b）仕事の報酬   248   203139                                 690  100     221   42   （∋5      75    349  42  10（‡   121   80  27  12  7  

1鱒P  

占）減碩わ音頭者・上旬との人間関係、コミi三  23   222  104  350  125      四  Z7  皿   10  6  

ケーション   

占う廟瘍わ融衰とめ人間関係、】∃主iニケーシ云シ  691    330  96  15  222  114  90  17  351  143  148   688   
15   

e）能力スキルの向上  688  84      351   27   8  9   71I 3  

100．0     44．2  8．3  100．0  12．2  37．8  4．5    100．0  11．135．0   46－4E  7．4   100．0  29．6  ー 諦さ  25．9  
38  5    341   47  205  75  14  27  12   9   5  680  107  357    27  216  48                                  100．0  15．7  52．5   27．8  4．0  100．0  22．2  57．引 17．6   2．3    100．0  13．8巨 印．1   22．O  4．1  100．0  、44．4  33．3 18，5  

■表12【全】仕事の展望  
移行支援  なかぽつ   1号JC  2号JC   

全休   675  100．0   242  100．0  352  100．0  27  100．0   

現在と同じ仕事をしている  304   45．0   113   46．7  132  37，5  10   37．0  
画面示有事以外面蘭書著わ就労支凄めji事を  
している  83  12．3   23   9．5  70  19，9   7  25旦   
庫裏著わ計労支援以外の陸曹著福祉の仕事を  
している   126  18．7   28  11．6  58 16．5  0  0．0   
直音音福祉面め仕事をしそいる   
仕事盲していなしJ   43  6．4     15    4．3  39    5．8   19    7．9  29    8．2                       0    0，0  

36  14，9  4引  13．6   8  29．6  

しC〉  



障害者の一般就労を支える人材の職務と能力要件（たたき台）  
く職務＞  

①必要情報の把握（  主訴、来所経路等）   全てに共通する項目  
、、‾さ  登録しない  

（他の機関の紹介と調整）  ＜E対事業主＞  
①職務分析、仕事の切り出し  
②関係機関の連携の下に支援制度の  
説明  

③障害特性の説明  
④支援対象者に関する相談・調整   

＜F家族支援＞  

①支援制度の説明   

②雇用への理解、協力体制づくリ  

＜Gネットワーク＞  
①地域ネットワーク会議  

②地域の勉強会・シンポジウムに参加  

③地域の就労支援機関と連携  
④地域の生活支援機関と連携   

くHキャリアアップ＞  

①地域や研修機関のネットワーク  
の構築、活用  

②各種研究会・勉強会への参加、発表   

③交流会への積極的参加  

④他機関、事業所の見学  

①他の機関との連携と調整  
1  

①必要情報の把握（病歴、  
の希望等）  

職歴、家族状況、今後  

利用開始  ②面接やチェックリストを利用した課題の確認  

③必要に応じて体験実習を通じての基本的職業  
スキルの確認  
※地域センターにおける職業評価を利用する場合も  

1  

的にサービス  

1  

、〕  
＜Ⅰその他＞  

①職場内での情報共有化  
②ケース会議の開催  
③施設見学受け入れ  
④請求業務  

①個別支援計画案の策定  
②必要に応じて関係機関の助言等を得つつ策定  

1  

①施設内での作業指導  
②施設内での作業に関する品質管理、受注、納品  
等の業務  
③施設外就労、施設外支援  
（開拓、調整、参加者の選抜、支援計画）  
④職場実習等のあっせん  
（開拓、関係機関や実習先との調整）  
⑤就業に伴う日常生活上の問題についての支援  

1  

（D関係機関との連携  

②併設・提携施設を利用した基礎訓練の実施  

③職場準備訓練のあっせん  
④職場実習のあっせん   
○訓練・実習先の開拓、調整   
○必要に応じて実習先の訪問   
○訓練・実習後の振り返り面接  

⑤就業に伴う日常生活上の問責割こついての支援  
1  

①基本情報の収集  
②関係機関（含む家族）との連携、調整  

①地域センターとの調整  
②本人、家族、事業所の同意取り付け  

1  

利用できる制度の活用  

①ハローワークへの求職登録や求人検索同行  

②ハローワーク等との連携の下、職場間拓  

③トライアル雇用、委託訓練等各種制度の活用  

1  

①就業面の相談  
②ハローワークとの連携の下、求職登録や求人検  
索同行  
③トライアル雇用、委託訓練等各種制度の活用  
④必要に応じて企業面接に同行  
⑤関係機関との調整  

1  

①職場への適応能力の向上を図  
②必要に応じて通勤指導の実施  

J  

①働きやすい環境整備  
②職務分析、課題分析  

るための支援  

①計画に基  支援の実施  ①仕事の指示・教育  
②記録の作成  
③管理職・同僚との情報共有  

1  

②記録の作成  
③まとめ時に関係者打ち合わせ  

1  ①初期の定期訪問  
②長期的な支援体制の調整  

①職場定着支援計画の作成  
②個別相談  
③就業に伴う日常生活上の間遠についての支援  
④職場訪問等を通じた定着の把握  
（9雇用継続が困難な場合の対応  
（⑥oB会の開催）   

J  

①計画に基づく支援の実施  
②ナチュラルサポートの形成  
③記録の作成  
④まとめ時に関係者打ち合わせ  

1  

①職業面、生活面の課題への対応  
②ナチュラルサポートの形成  
③ケース会議の開催  
④チェックリストの活用  

1   

C9フォローア  

①計画に基づく支援の実施  
②記録の作成  
③終了にかかる関係者打ち合わせ  



く能力要件＞  

※実態調査の調査結果及び作成いただいた各就労支援人材の職務等を参考にして、整理を行った。必要性の高いものを◎～  
△。下段は特に関連の深い場面のみ記載した。  

就労支援員  就業支援担当者  1号ジョブコーチ  2号ジョブコーチ   

a）障害特性に関する知識を活用するスキル   ◎   ◎   ◎   ◎  
Al－4，E，F   B卜8，E，F   C卜9，E，F   Dl－8．E．F   

◎   ◎   ◎   b）障害特性に応じた職業的課題に関する知識  ○  
を活用するスキル   Al－4．E，F   Bl－8，E．F   Cト9，E，F   Dl－8，巳F   

◎   ○   ○   c）障害者福祉に関する知識（法律棉l度を含  ○  
む）を活用するスキル   Al－4．E，F   B卜8，巳F   C卜9，E，F   D卜8，巳F   

d）企業に関する基礎知識を活用するスキル   ○   ◎   ◎  ○  
A3，E   B7．E   C4－7，E   Dl．D2，D5   

◎   ○   ◎   e）職場の雇用管理に関する基礎知識を活用す  ○  
るスキル   A3．A4．E   B7－8，E   C4－7，E   Dl－5   

◎   ○   ○   り障害者雇用促進法・雇用制度に関する基礎  ○  
知識を活用するスキル   A3，A4，E   B7－8．E   C4－7．E   Dl－3   

◎   ○   ○   g）労働基準法、最低賃金法等雇用に関する法  ○  
律・制度に関する基礎知識を活用するスキル   A3，A4，E   B7－8．E   C4－7．E   D3   

h）一般就労に向けたアセスメントに関するスキ  △   ◎   ◎  ◎  
ル  Al（℃   B4   C3   D3   
i）就労支援計画の策定に関するスキル   ◎   ○   ○  ○  

Al②   B5   C5   D4   

■）施設内／事業所内での作業指導に関するス   △   ◎   ◎   ◎  
キル   Al（わ，Al②  B4③、B6（卦～④   C7，8   D6，D7   
k）職業相談に関するスキル   ◎   ○  ○  

A3（℃   B7（℃、（∋   C3  

○   ○  ）面接訓練や履歴書の作成支援に関するスキ  ○  
ル   A3（℃   B7（℃、（∋、碩）   Bl  

m）職場実習先の開拓に関するスキル   ◎   △  ○  
A2④   B6②～④   C3  

◎   △  n）障害者求人の開拓や職域開発に関するスキ  ○  
ル   Eロ）、A3（卦   E（℃   E（℃  

＊）適切な障害者募集の方法や職域開発に閲す        ○   
るスキル  Dl，D2   

△   ◎   ○   ◎   0）障害者の希望や特性に応じた仕事の選択や  
マッチング支援を行うスキル   A3日）、②   B7（℃、②   Cl   D3   

◎   ◎   ◎   p）（就職後の）フォローアップとして（職場を訪問  ○  
し、）障害者の職場定着支援を行うスキル   A4（℃   B8   C9   D8   

q）（就職後の）障害者の状況に応じて事業主へ   △   ◎   ◎   ◎  
の助言を／適切な対応行うスキル   A4，E（∋～④   B8，E②～唇）  C7－9．E②～④  D6－8，E（卦～④   
「）他の関係機関との連携・調整を行うスキル   ◎   ◎   ○  ○  

全   

＜その他＞   

援助の原則（傾聴、受容、共感、感情の明確   ◎  ◎   ◎   ◎   
化、支持、自己決定、個別化、秘密保持等）   套   全   全   全   

わかりやすく説明する能力   ◎   ◎   ◎  ◎  
全   全   全   全   

記録の作成   ◎   ◎   ◎  ◎  
全   全   全   全   

チェックリストの活用   ○   ○  △   
A2   B6   C7，C8   D6，D7   

の）  

ケース概要の作成、引継ぎ   
◎  ◎   」昏   墾  

Ⅰ（℃－②  Ⅰ㈲－②   Ⅰ伸一②   Ⅰ百）－（卦   

ケース会議のコーディネート、運営   ○  ◎   塾  【＠  
Ⅰ和一画  I（℃－②   析）－②   Ⅰ（和一（卦   

グループワーク、SST等   
◎   △   

B2⑤、B7日）等   
△   △  

元画  C7－C9   C7－C9   

就業に伴う日常生活又は社会生活上の課   ○   ○   △   ◎  
題への対処能力   A2⑤、Å云五i  由面二言ラー白   C8、C9   D7，D8   

ビジネスマナー   ◎   ◎ ◎   ◎  
Åラ画こÅ3，Åi  B7②、B7－8  C4．C6－C9   Dl－D8   

関係機関へ周知を図る能力   ◎  ◎   △   △  
（前）  （前）   （前）   （前）   

事務能力、請求業務の処理能力   ○  ○   ○  ○  
五†面．A皇面㈲／疏  C2．1碩）  



障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

今後の進め方（案）  

第1回（7月4日）  

○ 障害者の一般就労を支える人材の現状と課題について〔ヒアリング〕  

○ 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

○ フリーディスカッション  

第2回（7月28日）  

○ 障害者の一般就労を支える人材の現状と課題について〔ヒアリング〕  

○ 研修機関における人材育成の現状と課題について〔ヒアリング〕  

○ 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

○ フリーディスカッション  

第3回（10月3日）  

○ 障害者の一般就労を支える人材の現状と課題について〔アンケート調査結果報告〕  

○ 就労支援機関の役割に応じた就労支援を行うために必要な能力要件等について  

（就労支援のプロセス、職務・業務、必要な知識・スキルの明確化）  

第4回（11月）  

○ 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

（就労支援員の育成のあり方、研修体系・研修内容等）  

第5回（12月）  

○ 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

（就業支援担当者、ジョブコーチの育成のあり方、研修体系・研修内容等）  

第6回（1月）  

○ 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方について  

○ 障害者の一般就労を支える人材の研修体系・モデルカリキュラムについて  

○ 報告書（骨子案）について  

第7回（2月）  

○ 報告書（案）について   



障害者の一般就労を支える人材に関する実態調査（基本集計）（暫定集計）  

平成20年10月3日  

Ⅰ 事業所調査（属性）   

l．就労移行支援事業所  

（1）法人の属性  

（D法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、社会福祉法人が4   

分の3を占め、NPOは30人未満の規模が主であった。  

合計   

人   人   人   5人未満  5～9人  10′〉29  30′、■49  50～99  100～2  300人            99人  以上  ■   
全体   562   9   63   166   73   95   93   63  

100．0   1．6   11．2   29．5   13．0   16．9   16．5   11．2   

社会福祉法人   420   3   22   117   60   84   83   51  

100，0   0．7   5．2   27．9   14．3   20．0   19．8   12．1   

医療法人   16   0   0   2   0   0   9   5  

100．0   0．0   0．0   12．5   0．0   0．0   56．3   31．3   

株式会社   24   0   8   9   3   3   0  

100．0   0．0   33．3   37．5   12．5   12．5   4．2   0．0   

地方自治体   13   0   0   2   2   4   0   5  

100．0   0．0   0．0   15．4   15．4   30．8   0．0   38．5   

NPO   74   6   29   31   5   3   0   0  

100．0   8．1   39．2   41．9   6．8   4．1   0．0   0．0   

その他   15   0   4   5   3   0   2  

100．0   0．0   26．7   33．3   20．0   6．7   0．0   13．3   

（∋法人が実施している他の事業   

就労移行支援事業以外に法人で実施している他の事業について質問したところ、就労継続支援B  

型やケアホーム等を実施している法人が多かった。なお、その他と回答をした中では、自由記述と  

して、生活介護（210法人）、自立訓練（129法人）などが多かった。  

No．  法人が実施している他の事業（MA）   
n  

（N＝562）   
構成比（％）   

口  就労継続支援A型   70   12．5   

2  就労継続支援B型   406   7乙2   

3  障害者就業・生活支援センター   69   12．3   

4  自治体単独設置の就労支援センター   23   4．1   

5  ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム   304   54．1   

6  障害者委託訓練   35   6．2   

7  その他   407   72．4   

8  本事業のみ   26   4．6   

（ヨジョブコーチ助成金の認定法人   

法人が第1号職場適応援助者（ジョブコー鵬チ）助成金の認定法人になっているか否か、また認定さ  

れている場合はジョブコーチの活動人数について質問したところ、約2割がジョブコ ーチ助成金の  

認定法人となっていた。また、回答があ／）た100事業所のジョブコーチ配置数の平均はl．78人（最  
小伯1、最大値12、標準偏差1∴15）であったt）  

】C認定法人の適否   ∩   構成比（％）   

忍定法人になっている   116   21．0   

忍定法人になっていない   436   79．0   

巨体   552   100．0   

（2）事業所の属性  

（D事業所が実施している他の事業   

就労移行支援事業以外に事業所が′夫施していろ他び）事業について質問したところ、約：り〉の2の  

一打業所が針型と多機能1与■4であった   



No．  事業所が実施している他の事業（MA）   
n （N＝560）   

構成比（％）   

l  就労継続支援A型   43   7．7   

2  就労継続支援巳型   365   65．2   

3  地域活動支援センター   33   5．9   

4  生活介護   173   3D．9   

5  自立訓練   142   25．4   

6  グループホーム   69   12．3   

7  その他   78   13．9   

8  就労移行支援事業のみ   57   10．2   

②就労移行支援事業を開始した時期と一般就労に向けた支援を開始した時期   

事業所が就労移行支援事業を開始した時期と一般就労に向けた支援を開始した時期について質  

問したところ、ともにばらつきが見られたが、平成18年度以降に一般就労に向けた支援を開始し  

た事業所のうちほとんどが就労移行支援事業をきっかけに開始したことが見られた。  

一般就労支援   

開始時期   合計  S63年  目元～  H6～1  Hll～  H15～  H17年  H18年  H19年  H20年   度以前  5年度  0年度  14年度  16年度  度   度   度   度   
移行した時期  

全体   
556   56   21   38   64   49   26   57   153   92  

100．0  10．1   3．8   6．8  11．5   8．8   4．7  10－3  27．5  16．5   

14   4   9   14   8   6   39   10   0  

H18下半期   
100．0  13．5   

104  

3．8   8．7  13．5   7．7   5．8  ㌻三二＝＝班＄   9．6   0．0   

23   12   17   23   20   7   9   103   5  

H19上半期   
100．0  10．5   

219  

5．5   7．8  10．5   9．1   3．2   4．1  三さ，て耳碩   2．3   

5   7   5   3   4   33   4  

H19下半期  63  
7．9   1．6   1．6  11．1   7．9   4．8   6．3  、字数ヰ   6．3   

14   4   10   19   16   9   5   7   83  
H20上半期   

100．0   

167  

8．4   2．4   6．0  11．4   9．6   5．4   3．0   4．2  ＝≡＝：≡二≧挙鼓7 

③事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問したところ、平均13．90人であり、そのうち就  
労支援に携わっている人は就労支援員も含め、2．84人であった。  

合計   平均   分散  標準偏差  最大値  最小値   n   

全体   7228．45   13．90  182．67   13．52   179   1．4   520   

就労支援員   780．83   1．43   0．73   0．85   8   0．4   545   

職業指導員   1701．12   3．17   8．37   2．89   25   0．1   537   

生活支援員   2550．60   4．72   47．17   6．87   102   0．2   540   

就労支援に携わる人   ＝49．75   2．84   8．15   2．86   30   0．5   405   

ジョブコーチ養成研修修了者   177．00   0．32   0．48   0．69   5   0   560   

④現在の利用者数   

平成20年7月1日現在の利用者数について質問したところ、合計8099人、平均14．73人であり、  

うち知的障害者が約6割と多かった。  

合計   平均   分散  標準偏差  最大値  最小値   n   

全体   8099   14．73  150．18   12．25   77   550   

身体障害者   1081   1．97   35．51   5．96   60   0   550   

知的障害者   5042   9．17  133．62   11．56   77   0   550   

精神障害者   1582   2．88   36．73   6，06   35   0   550   

発達障害者   196   0．36   5．17   2．27   33   0   549   

その他   62   0．11   0．93   0．96   16   0   550   

（9利用終了後の進路   

平成20年7月1目現在の就労移行支援サービスを受けて利用を終えた人の人数について質問し  
たところ、回答のあった313事業所の合計は1539人、平均4．92人であった。   

その内訳として、就職した者が878人（平均2．81人）、就労継続支援A型64人（平均0．20人）、  

B型188人（平均0．60人）などであった。  

2   



2．障害者就業・生活支援センター  

（1）法人の属性   

①法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、社会福祉法人が9   

割を占め、半数以上が100人以上の規模であった。  

合計   5人未満  5～9人  10′－29  30へ′49  50～99  100～2  300人  
人   人   人   99人   以上   

全体   117   0   2   15   6   30   47   17  

100．0   0．0   1．7   12．8   5．1   25．6   40．2   14，5   

社会福祉法人   105   0   0   10   5   30   45   15  

100．0   0．0   0．0   9．5   4．8   28．6   42．9   14．3   

医療法人   4   0   0   0   0   0   2   2  

100．0   0．0   0．0   0．0   0．0   0．0   50．0   50．0   

NPO   6   0   5   0   0   0   0  

100．0   0．0   16．7   83．3   0．0   0．0   0．0   0．0   

その他   2   0   0   0   0   0  

100．0   0．0   50．0   0．0   50．0   0．0   0．0   0．0   

②法人が実施している他の事業   

障害者就業・生活支援センター以外に法人で実施している他の事業について質問したところ、約  

8割の法人がケアホーム等を実施しており、約半数が就労移行支援事業や就労継続支援B型を実施  

していた。なお、その他と回答をした中では、自由記述として、更生施設（43法人）、生活介護（30  

法人）、地域活動センター（25法人）等が多かった。  

n  
No．  法人が実施している他の事業  

（N＝115）   
構成比（％）   

l  就労移行支援事業   52   45．2   

2  就労継続支援A型   10   8．7   

3  就労継続支援B型   64   55．7   

4  自治体単独設置の就労支援センター   10   8．6   

5  91   了8．4  

6   26   22．4   

7  その他   95   81．9   

（ヨジョブコーチ助成金の認定法人  

法人が第1号職場適応援助者（ジョブコー チ）助成金の認定法人になっているか否か、また認定さ   

れている場合はジョブコーチの活動人数について質問したところ、約6割がジョブコーー チ助成金の   

認定法人となっていた。また、回答があった68事業所のジョブコーチ配置数の平均は2．04人（最   

小値1、最大値ノア、標準偏差l．1ノ1）であった。  

No．  JC認定法人の適否   n   構成比（％）   

1  認定法人になっている   69   59．0   

2  認定法人になっていない   48   41．0  

全休   117   100．0  



（2）事業所の属性  

①障害者就業・生活支援センターを開始した時期   

事業所が障害者就業・生活支援センターを開始した時期について質問したところ、約3分の1が  

平成20年度から開始しており、実際（平成19年度：135箇所→平成20年度：204箇所）の増加と  
一致している。  

No．  障害者就業・生活支援センター開始時期   n   構成比（％）   

口  平成14年度以前   16   13．7   

2  平成15年度   7   6．0   

3  平成16年度   20   17．1   

4  平成17年度   6   5．1   

5  平成18年度   10   8．5   

6  平成19年度   14   12．0   

7  平成20年度   44   37．6  

全体   117   100．0   

（∋事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問し′たところ、平均4．78人であり、そのうち就労  

支援に携わっている人は就業支援担当者も含め、3．44人であり、ジョブコーチ養成研修修了者は  

1．0人であった。  

合計   件数   平均  一 分散  標準偏差  最大値  最小値   

全体   550   115   4．78   13．21   3．63   30   3   

就業支援担当者   305   117   2．61   1．10   1．05   9   2   

うち国の委託費   256   112   2．29   0．31   0．56   4   2   

うち国の委託費以外   39   113   0．35   0．62   0．79   5   0   

生活支援担当者   136   116   1．17   0．35   0．59   6   

就労支援に携わる人   244   71   3．44   2．56   1．60   10   

ジョブコーチ養成研修修了者   114   117   0．97   1．94   1．39   7   0   

④現在の利用者数   

平成20年7月1日現在の利用者数について質問したところ、合計22，250人、平均191．8人であ  
り、うち知的障害者が約半数であった。就労移行支援事業所に比べ、精神障害者の割合が4分の1  

と高くなっている。  

合計  平均   分散  標準偏差  最大値  最小値  件数   

全体  22，250                 191．81  20533．了7  143．30   1091   21   116   

身体障害者   3，802   32．78   84了．51   29．01   140   0   116   

知的障害者   11．724  101．07  5173．80   71．93   427   3   116   

精神障害者   5．664   48．83  6380．16   79．88   820   0   116   

発達障害者   347   3．04   22．71   4．77   28   0   114   

その他   650   5．60   70．50   8．40   49   O   116   

4   



3．第1号ジョブコーチ  

（1）法人の属性  

（D法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、社会福祉法人が9   

割近くを占め、50人以上規模が約3分の2を占めた。  

∠ゝ壬⊥  
ロ自l   5人未満  5～9人   10～29  30～49  50～99  100′〉2  300人  

人   人   人   99人   以上   

全体   208   2   7   41   16   52   64   26  

100．0   1．0   3．4   19．7   7．7   25．0   30．8   12．5   

社会福祉法人   178   0   4   28   14   50   59   23  

100．0   0．0   2．2   15．7   7．9   28．1   33．1   12．9   

医療法人   5   0   0   0   0   3   

100．0   0．0   0．0   20．0   0．0   0．0   60．0   20．0   

株式会社   0   0   0   0   0   0  

100．0   0．0   0．0   0．0   0．0   100．0   0．0   0．0   

NPO   15   2   10   0   0  

100．0   6．7   13．3   66．7   6．7   0．0   6．7   0．0   

その他   9   2   2  

1UU．0   11．1   11．1   22．2   11．1   11．1   11．1   22．2   

②法人が実施している事業とジョブコーチ配置事業   

法人が実施している事業について質問したところ、ケアホーム等を実施している法人が最も多く  

続いて就労継続支援B型おり、約半数が就労移行支援事業や就労継続支援B型を実施していた。な  

お、その他と回答をした「Pでは、自由記述として、生活介護（33法人）、自立訓練、地域活動セン  

ター▲・（20法人）等が多かった。   

去た、ジョブコーチを配置している事業としては、就労移行支援事業が最も多く、5割以上の事  

業所にジョブコーチを配置していた。  

法人が実施している事業（MA）   JCを配置している事業（MA）  

No．  n  

（N二209）   
構成比（％）   

n （N＝190）   

構成比（％）  

l                      就労移行支援事業   101   48．3   57   30．0   

2  就労継続支援A型   28   13．4   4   2．1   

3  就労継続支援B型   126   60．3   26   13．7   

4  障害者就業・生活支援センター   93   44．5   34   17．9   

5  自治体単独設置の就労支援センター   19   9．1   14   7．4   

6  ．ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム   157   75．1   12   6．3   

7  障害者委託訓練   39   18．7  

8  その他   154   73．7   0   0．0   

（訝ジョブコーチ助成金認定法人になった時期   

法人が第1号職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金の認定法人になった時期について質問した  

ところ、半数以卜が、！そ成17年度上、I二期以前に認定法人となっていた。  

No．  JC認定法人になった時期   「1   構成比（％）   

l  平成17年度上半期以前   116   55．8   

2  平成17年度下半期   29   13．9   

3  平成18年度   13．9   

4  平成19年度   29        30   14．4   

5  平成20年度   4   1．9  

全休   208   100．0   

5   



（2）法人内で最も就労支援を行っている事業所の属性  

①事業所が実施している事業   

法人内で最も就労支援を行っている事業所に関し、当事業所が行っている事業について質問した  

ところ、就労移行支援事業、就労継続支援B型、障害者就業・生活支援センター、ケアホーム等が  

約3分の1程度であった。  

事業所が実施している事業（MA）   
n  

（N＝206）   
構成比（％）   

口  就労移行支援事業   73   35．4   

2  就労継続支援A型   9   4．4   

3  就労継続支援B型   72   35．0   

4  障害者就業・生活支援センター   72   35．1   

5  自治休単独設置の就労支援センター   16   7．8   

6  ケアホーム・グループホーム・福祉ホーム   65   31．6   

7  障害者委託訓練   20   9．7   

8  その他   104   50．2   

②一般就労に向けた支援を開始した時期   

一般就労に向けた支援を開始した時期について質問したところ、平成14年度以前に開始した事  

業所が6割以上であった。  

No．  一般就労に向けた支援を開始した時期   n   構成比（％）   

口  昭和63年度以前   36   17．6   

2  平成元～5年度   16   7．8   

3  平成6～10年度   23   11．3   

4  平成11～14年度   50   24．5   

5  平成15～16年度   33   16．2   

6  平成．17年度   12   5．9   

7  平成18年度   5．4   

8  平成19年度   17   8．3   

9  平成20年度   6   2．9  

全体   204   100．0   

（∋事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問したところ、平均23．15人であり、そのうち就  
労支援に携わっている人は就業支援担当者も含め、5．59人であり、ジョブコーチ養成研修修了者  

は1．73人であった。  

合計   平均   分散  標準偏差  最大値  最小値   件数   

全体   4492   23．15  1293．11   35．96   231   194   

就労支援に携わる人   1113   5．59   20．88   4．57   31   199   

ジョブコーチ養成研修修了者   361   1．73   1．42   1．19   6   0   209   

④現在の利用者数   

平成20年7月1日現在の利用者数について質問したところ、合計22，493人、平均115∴う5人で  
あり、うち知的障害者が約3分の2であった。  

合計   平均   分散  標準偏差  最大値  最小値   n   

全体   22，493   115．35  21537．71   146．76   1394   3   195   

身体障害者   2．779   14．32  1354．19   36．80   349   0   194   

知的障害者   14，510   74．79  7689．57   87．69   580   0   194   

精神障害者   3，507   18．08  1012．12   31．81   173   0   194   

発達障害者   441   2．28   101．47   10．07   130   0   193   

その他   422   2．18   42．03   6．48   60   0   194   

6   



4．第2号ジョブコーチ  

（1）法人の属性   

①法人の形態と従業員数   

事業所の属する法人の形態及び法人全体の従業員数について質問したところ、業種、規模ともに   

ばらつきが見られた。  

全体   製造業   宿泊業、飲  

食サービス  ビス業   （他に分類さ  

業   業、娯楽業   れないもの）   

15   3   
／ヽ  

4   3   

100．0   20．0   6．7   13．3   6．7   6．7   26，7   20．0   

全体   56人未満  56～99人  100～299  300′・■499  500′〉999  1000～   2000～   5000人以  

人   人   人   1999人  4999人   上   

18   5   5   2   2   

100．0   5．6   27．8   27．8   5．6   ＝．1   5．6   11．1   5．6   

②特例子会社の有無   

特例子会社の有無について質問したところ、回答数17法人のうち7件（41．2％）が特例子会社があ  

ると回答した。また、特例子会社数は1社が6法人、2祉が1法人件となっており、グループ適用  

を受けている法人は5法人であった。   

（2）事業所の属性  

（∋特例子会社であるか   

事業所が特例子会社か否か質問したところ、回答数15事業所のうち7事業所（46．7％）が特例  

子会社であった。   

②ジョブコーチ助成金認定法人になった時期   

法人が第2号職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金の認定法人になった時期について質問した  

ところ、平成18年度、19年度に認定法人となった事業所が多かった。  

No．  JC認定法人になった時期   n   構成比（％）   

口  平成17年度上半期以前   5．9   

2  平成17年度下半期   3   17．6   

3  平成18年度   6   35．3   

4  平成19年度   5   29．4   

5  平成20年度   2   ＝．8  

全体   17   100．0   

③事業所の従業員数   

平成20年7月1日現在の従業員数について質問したところ、平均303．83人であり、そのうち就  

労支援に携わっている人は就業支援担当者も含め、7．76人であり、ジョブコーチ養成研修修r者  

は1．72人であった。  

④現在の利用者数   

平成20年7JjlF1現在の障害を持／）ている労働音数について質問したところ、合計〔）85人、、仁  

均57．94人であり、うち身体障害者が6割弱であった。  

「1   合計   平均   分散   標準偏差  最大値  最小値  

全体  985   57，94  9718．81   98．58   428   2   17  

身体障害者  560   31．11  7671．52   87．59   378   0   18   

知的障害者   361   21．24  296．82   17．23   53   0   17   

精神障害者  42  2．47   9．14  3．02   9   0   17  

発達障害者  44  2，59  53．38  7．31   30   0   17   

その他   7   0．41   2．88   1．70   
7   0  17  



Ⅱ 個人票（属性）   

1 就労支援員  
（む年齢と性別   

本人の年齢と性別について質問したところ、男性が約3分の2で、20代と30代が多かった。  

合計   10代   20代   30代   40代   50代  60歳以上   

全体   706   0   181   265   124   94   42  

100．0   0．0   25．6   37．5   17．6   13．3   5．9   

男性   451   0   102   186   79   53   31  

100．0   0．0   22．6   41．2   17．5   11．8   6．9   

女性   255   0   79   79   45   41   

100．0   0．0   31．0   31．0   17．6   16．1   4．3   

②最終学歴   

本人の最終学歴について質問したところ、大学・大学院卒が多く、福祉系以外の専攻の者が多か  

った。  

専門学校・  

最終学歴  中卒・高卒   短大卒（福  全体   

祉系）   祉以外）   系）   以外）   

n   127   106   81   164   218   7   703   

構成比（％）   18．1   15．1   11．5   23．3   31．0   1．0   100．0   

③就業形態   

本人の就業形態について質問したところ、回答（705件）中、605人（85．2％）が正社員であった。  

④就労経験   

これまでの就労経験について質問したところ、他の就労経験がなく、就労支援員として障害者就  

労支援に1年～3年未満、もしくは1年未満という者が多かった。  

く移行＞   全体   経験はな  3年～5年  

い   未満  未満   年末満   

障害者就労支援   616   99   147   227   49   59   35  

100．0   16．1   23．9   如纏   臥0   9．6   5．7   

うち就労支援員   603   91   205   238   34   30   5  

100．0   15．1   34．0   39．5   5．6   5．0   0．8   

うち就業支援担当者   422   384   20   9   3   4   2  

100．0   9．0   4．7   2．1   0．7   0．9   0．5   

障害者支援   605   107   27   99   94   148   130  

100．0   91．7   2．8   2．8   0．9   1．3   0．4   

一般の就労支援   527   483   15   15   5   7   2  

100．0   91．了   2．8   2．8   0．9   1．3   0．4   

企業や行政機関での福  552   279   22   53   38   60   100  

祉関係以外の就労  100．0   50【5   4．0   9．6   6．9   10．9   18．1   

8   



⑤資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  

たところ、現在は特に資格がない者が 最も多く、社会福祉士の資格を持っている者は2割程度いた。  

なお、その他の自由記述として、社会福祉主事（25）、介護福祉士（23）、ヘルパー2級等が多かっ  

た。   

今後と‘しては、職場適応援助者養成研修の受講の希望が最も高く5割弱おり、社会福祉士の資格  

取得希望も4割程度あった。  

現在の資格（MA）  今後取りたい資格（MA）  

n   

構成比（％）   

n   

（N＝500）  （N＝621）   

構成比（％）  

a）社会福祉士   95   19．0   252   40．6   

b）作業療法士   3   0．6   41   6．6   

c）精神保健福祉士   70   14．0   119   19．2   

d）臨床心理士一臨床発達心理士   3   0．6   37   6．0   

e）キャリアコンサルタント   2   0．4   38   6．1   

f）産業力ウンセラー   5   1．0   61   9．8   

g）職場適応援助者（ゾ］フーコーチ）養成研修修  

了   67   13．4   302   48．6   

h）その他   122   24．4   25   4．0   

i）特になし   190   38．1   104   16．8 

2 就業支援担当者  

（D年齢と性別   

本人の年齢と性別について質問したところ、男性が6割弱で、30代と40代が多かった。  

合計   10代   20代   30代   40代   50代  60歳以上   

全体  247   0   49   72   61   45   20  

100．0   0．0   19．8   29．1   24．7   18．2   8．1  

男性  145   0   23   50   32   21   19  

100，0   0．0   15．9   34．5   22．1   14．5   13．1   

女性   102   0   26   22   29   24   

100．0   0．0   25．5   21．6   28．4   23．5   1．0   

②最終学歴   

本人の最終学歴について質問したところ、大学・大学院卒が多く、福祉系の専攻の者が多かった。  

専門学校■  

最終学歴  中卒・高卒   短大卒（福  全体   

祉系）   祉以外）   系）   以外）   

n   45   29   32   75   64   2   45   

構成比（％）   18．2   ‖．7   13．0   30．4   25．9   0．8   18．2   

（∋就業形態   

本人の就業形態について賃借一したところ、回答（2∠i6什）申、主任は105人（′12．7％）、担当者は  

1」11人（57．3％）であ／つた。   

美た、巨り答（2∠17什）LI－、1［什頼ま1（う（う人（（i7．27％）、井汀牒㍑Hiが81人（32．8ワも）であった。  
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④就労経験   

これまでの就労経験について質問したところ、企業等での就労や一般の就労支援の経験はないが、  

障害者支援については5年以上の経験を持ち、就業支援担当者として1年～3年未満、もしくは1  
年未満という者が多かった。  

く移行＞   全体   経験はな  5年～10  

い   未満   未満  年未満   

220   14   29   61   37   49   30  
障害者就労支援  

100   6．4   13．2  16．8   22．3   13．6   

158   132   4   13   3   3   3  

うち就労支援員  
100  2．5   8．2   1．9   1．9   1．9   

216   19   49   67   36   34   

うち就業支援担当者  100   8．8   22．7   却夷   16．7   15．7   5．1   

213   36   6   37   24   50   60  
障害者支援  

100   16．9   2．8   17．4   11．3   23．5  

191   157   5   5   7   6  

一般の就労支援  
100   牽宴 2．6   5．8  2．6  3．7   3．1   

企業や行政機関での福  202   97   10   27   21   17   30  

祉関係以外の就労  100   躯譜   5．0   13．4   10．4   8．4   14．9   

（9資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  

たところ、現在は特に資格がない者が 最も多かったが、社会福祉士の資格を持っている者も4分の  

1程度いた。その他の自由記述としては、社会福祉主事（21）が最も多く、その他介護福祉士やヘル  

パー、保育士、教員免許等も見られた。   
今後取りたい資格としては、社会福祉士や精神保健福祉士取得の希望が3割程度と高く、次に職  

場適応援助者養成研修の受講の希望が高かった。  

現在の資格（MA）  今後取りたい資格（MA）  

n  

（N＝242）   構成比（％）  n （N＝242）   構成比（％）   

a）社会福祉士   62   25．6   75   31．0   

b）作業療法士   0．4   8   3．3   

c）精神保健福祉士   27   11．2   73   30．2   

d）臨床心理士・臨床発達心理士   3   1．2   17   7．0   

e）キャリアコンサルタント   0   0．0   20   8．3   

f）産業力ウンセラー   0．4   31   12月   

g）職場適応援助者（シー〕ブコ一千）養成研修修  

了   39   16．1   63   26．1 

h）その他   69   28．5   13   5．4   

i）特になし   97   40．1   76   31．4   
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3 第1号ジョブコーチ   

①年齢と性別   

本人の年齢と性別について質問したところ、男性が6割弱で、30代が多かった。  

合計   10代   20代   30代   40代   50代  60歳以上   

全体   351   0   62   145   82   49   13  

100．0   0．0   17．7   41．3   23．4   14．0   3．7   

男性   200   0   32   97   47   14   10  

100．0   0．0   16．0   48．5   23．5   7．0   5．0   

女性   150   0   30   48   35   35   2  

100．0   0．0   20．0   32．0   23．3   23．3   1．3   

②最終学歴   

本人の最終学歴について質問したところ、大学・大学院卒が多かったが、就労支援員や就業支援   

担当者と比較すると、福祉系の専門学校・短大卒の者がやや多かった。  

専門学校・  

最終学歴  中卒・高卒   短大卒（福  全体   

祉系）   祉以外）   系）   以外）   

n   58   69   40   88   95   3   58   

構成比（％）   16．4   19．5   11．3   24．9   26．9   0．8   16．4   

③就業形態   

本人の就業形態について質問したところ、回答（354件）中、iE社員は259人（73．2％）であった。  

また非正規社員95人のうち、常勤労働者は62人（65．3％）であり、労働日や時間が短かったり、  

非定型的な短時間労働者であった。  

倭）ジョブコーチ活動状況   

ジ≒1ブコーチ業務と他の業務との兼務状況について質問したところ、専任と答えたのは353人中  

58人（16．4％）であった。兼務している者のうち、3～5割程度ジョブコーチ業務をしている者が  

37．0％と最も多かったが、ほとんどない～2割程度の回答の者が合わせて4割強いた。  

業務の割合  ほとんどない   1～2割   3～5割   6～7割   8割以上   全体   

n   32   87   107   48   15   289   

構成比（％）   11．1   30．1   37．0   16．6   5．2   100．0  

また、ジ ョブコーチとしての1ケ月の平均活動目数について質問したところ、6～9日、続いて  

l～5「1と回答した者が多か／⊃たが、全体的にばらつきが見られた（）  

吉動日数（月）   0日   1′〉5日   6～9日   10～14日   15日以上   全休   

n   31   93   96   79   51   350   

構成比（％）   8．9   26．6   27．4   22．6   14．6   100．0   
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⑤就労経験  

これまでの就労経験について質問したところ、企業等での就労や一般の就労支援の経験はないが、   

障害者支援については5年以上の経験を持ち、障害者の就労支援経験は5年～10年未満あり、そ   

のうちジョブコーチとして1年～3年未満という者が多かった。  

全体   経験はな  3年～5  

い   未満  年未満   

327   13   25   94   70   99   
障害者就労支援  

26  

100   4．0   7．6   28．7   21．4  8．0   

332   15   78   128   50   59   2  

うちジョブコーチ  
100   4．5   23．5  15．．1   17．8   0．6   

障害者支援   
336   26   10   45   56   91   108  

100   7．7   3．0   13．4   16．7   27．1  

320   284   5   10   5   8   8  

一般の就労支援  
100  ・ノ1 1．6   3．1   1．6   2．5   2．5   

企業や行政機関での福  323   164   10   40   15  ・ 42   52  

祉関係以外の就労  100  き胤‡浩凝埼 3．1   12．4   4．6   13．0   16．1   

⑥ジョブコーチ養成研修時期と研修機関   

職場適応援助者養成研修の受講の時期と研修機関について質問したところ、多くの者が高齢・  

障害者雇用支援機構で研修を受講しており、大臣指定の研修では平成19年度に受講した者が多か  

った。．  

合計   平成17年度  

上半期以前   

全体   354   116   30   84   94   30  

100．0   32．8   8．5   23．7   26．6   8．5   

高齢・障害者雇用支  330   ＝6   30   78   77   29  

援機構  100．0   35．2   9．1   23．6   23．3   8．8   

大臣指定の民間研  24  6   17   

修  100．0  25．0   70．8   4．2   

⑦資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  

たところ、特に資格がない者が最も多かった。その他の自由記述としては、社会福祉主事（23）、介  

護福祉士（22）、保育士（18）等が多く見られた。   

今後取りたい資格としては、社会福祉士や精神保健福祉士取得の希望が2～3割程度であったが、  

特になしと回答した者も半数弱いた。  

現在の資格（MA）  今後取りたい資格（MA）  

n  

（N＝242）   構成比（％）   n （N＝242）   構成比（％）   

a）社会福祉士   49   13．8   108   30．4   

b）作業療法士   0．3   21   5．9   

c）精神保健福祉士   41   11．5   81   22．8   

d）臨床心理士・臨床発達心理士   0   0．0   36   10．1   

e）キャリアコンサルタント   0   0．0   22   6．2   

f）産業力ウンセラー   0．3   30   8．5   

g）その他   90   25．4   15   4．3   

h）特になし   195   54．9   160   45．1   
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4 第2号ジョブコーチ  

（か年齢と性別   

本人の年齢と性別について質問したところ、男性が6割弱で、30代が多かった。  

合計   30代   40代   50代  60歳以上   

全体   26   14   5   5   2  

100．0   53．8   19．2   19．2   7．7   

男性   15   10   3   

100．0   66．7   6．7   20．0   6．7   

女性   4   4   2   

100．0   36．4   36．4   18．2   9．1   

②最終学歴   

本人の最終学歴について質問したところ、福祉系の大学・大学院卒は0人で、福祉系以外の大学・  

大学院卒を中卒・高卒が大部分を占めた。  

専門学校・  専門学校t  大学・大学  大学・大学   

最終学歴  中卒・高卒  全体  

祉系）   祉以外）   系）   以外）   

n   10   2   3   0   26   

構成比（％）   38．5   7．7   11．5   0．0   42．3   100．0   

③就業形態   

本人の就業形態について質問したところ、回答（26件）中、全員正社員であった。  

④ジョブコーチ活動状況  

ジョブコーチ業務と他の業務との兼務状況について質問したところ、専任と答えたのは26人中   

2人（7．7％）であり、ほとんどの者は他の業務と兼務していた。兼務している者（24人）のうち、1   
へノ2割、3～5割程度ジョブコーチ業務をしている者が大部分を占めた。  

業務の割合  ほとんどない   1～2割   3～5割   6～7割   8割以上   全体   

∩   12   10   0   24   

構成比（％）   4．2   50．0   41．7   4．2   0．0   100．0  

また、ジョブコーチとしての1ケ月の平均活動口数について質問したところ、15日以上活動し  

ていると回答した者が11人（42．3％）と最も多かった。  

活動日数（月）   0日   1～5日   6～9日   10～14日   15日以上   全体   

「ヽ   5   6   3   26   

構成比（％）   19．2   23．1   3．8   11．5   42．3   100．0   
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⑤就労経験  

これまでの就労経験について質問したところ、企業等での就労経験及び障害者就労経験が5年以   

上あり、そのうちジョブコーチは1～3年未満の経験があると回答した者が多かった。  

（参ジョブコーチ養成研修時期と研修機関   

職場適応援助者養成研修の受講の時期と研修機関について質問したところ、多くの者が高齢・  

障害者雇用支援機構で研修を受講しており、大臣指定の研修では平成19年度に受講した者が多か  

った。  

合計   平成17年度  

上半期以前   

全休   26   4   3   7   10   2  

100．0   15．4   11．5   26．9   38．5   7．7   

高齢・障害者雇用支  22   4   3   7   6   2  

援機構  100．0   18．2   13．6   31．8   27．3   9．1   

大臣指定の民間研  3  0   3   0  

修  100．0  0．0   100．0   0．0   

⑦資格   

障害者の就労支援を行うにあたり、現在保有している資格と、今後取りたい資格について質問し  

たところ、現在は特に資格がない者が最も多かったが、精神保健福祉士や産業カウンセラー、臨床  
心理士等の資格取得の希望が見られた。  

現在の資格（MA）  今後取りたい資格（MA）  

n  

（N＝242）   構成比（％）  n （N＝242）   構成比（％）   

a）社会福祉士   0   0．0   3   13．0   

b）作業療法士   0   0．0   0   0．0   

c）精神保健福祉士   0   0．0   6   26．1   

d）臨床心理士・臨床発達心理士   0   0．0   5   21．7   

e）キャリアコンサルタント   6．7   3   13．0   

f）産業力ウンセラー   6．7   6   26．1   

g）その他   2   13．3   4．3   

h）特になし   1z   80．0   47．8   
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参考資料2  

障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会  

における論点・意見の概要（第1回～第2回）  

※ 研究会における報告、意見を集約したもの。また、「福祉、教育等との連携による障害者の就   

労支援の推進に関する研究会」報告書（H19年8月）からの論点を補足している。  

1．就労支援を担う人材の現状と課題  

〔レベルに応じた育成〕  

・就労支援を担う人材の養成について、全体の底上げと意識改革だけで終わってしまわないよ   

う、支援機関に応じた役割分担と求められる人材のレベル・階層を踏まえ、それに対応した   

育成方法を考えていく必要がある。  

〔福祉における就労支援の位置付け】   

福祉サイドの現場の中では就労支援、さらには企業就労に向けた支援は始まったばかりの分   

野であり、さらに支援対象者も障害者全体の5％程度で非常にわずかであるため、福祉サー   

ビス全体の中ではマイナーな分野であり、福祉サイドの職員にとってみるとイメージも実感   

ヰ）つかみにくいのが現状ではないか。  

〔就労支援を担う人材育成の視点〕   

障害者に対しては個々の特性・ニーズに応じた個別の対応が求められる。また、就労支援を   

行うには、働きたいというニーズの把握から準備訓練、求職活動、マッチング、定着支援に   

至るまでの全行程を理解し、包括的な対応が求められる。このため、必要なサービスを提供   

するためには、．ケアマネジメントに基づくアセスメントが重要であるが、これが出来ていな   

いため、思いつきの計画件のないサービス提供になっていると思う。アセスメントに必要な   

能力もはっきりしていないのが現状であるが、理論・知識の習得だけでなく、演習、実践場   

面での実習等が必要であると思う。   

就労支援はネットワークの構築が最重要の課題である。ネットワークの構築は知識やノウハ   

ウを習得すればできるものではなく、人材育成の機会を通じてお互いの理解を深めることで   

ネットワークを構築していくことが重要なのではないか。   

就労支援に当たっては、労働市場から見て就労支援の対象となり得る障害者の絞り込みを行   

うことが求められるが、必ずしも福祉サイドでは絞り込みをよしとしない風潮がある。就労   

支援に当たっては、支援対象者の絞り込みの必要性や方「相性を十分認識させることが第1の   

課題ではないか。〕そのた捌こは、人材育成だけではなく、制度や仕組みの小で就労支援が機   

能するようなインセンティブが働くようにする必要があるのではないか。   

企業サイドからみると、福祉施設の人材は最低限のビジネスマナーを身に／）いていない－〕電   

話応対、服装はもちろんのこと、訪問先企業についても）ある程度情報収集したt二で訪問して   

ほしい。）個人的な問題というより、就労支援機関の質の格差が大きい。  

・ビジネスマナーーに ついても研修カリキュラムに入れた方がいいと思うが、就労支援の人材育   

成のなかで、これがク「卜一ズアップされるのはどうかと思うが。   



〔就労支援に関する研修ニーズの増大〕  

・研修ニーズは量的、質的に拡大している。福祉施設の他、医療・保健機関、教育機関、企業、   

ニート支援機関等といった直接障害者を支援していない機関も含め、多様な機関に就労支援   

のニーズが増加している。  

・基礎的な研修以外にも、経験に応じて実践的なスキル付与に関するニーズが強くなってきて   

いる。   

就労支援スキルの習得ニーズは幅広くなってきており、障害者の送り出し側だけでなく、受   

け入れ側である企業サイドの管理職や2号ジョブコーチではなく日頃から職場で指導にあた   

っている者のニーズも高まってきている。  

〔育成方法〕  

福祉サイドの人材の経験・スキルの差が大きいことや、施設から派遣できる体制の余裕が様々   

であるため、1度に長期間の研修を実施するのは難しいのではないか。初級、中級、上級と段   

階的に行うべき。また、上級では支援機関と企業の人材がペアになって行う研修は非常に有   

効である。   

OJTによるスキルアップが重要  

2．就労支援機関の役割に応じた就労支援の職務・必要な能力要件等  

○ 就労移行支援事業者・就労支援員  

〔就労移行支援事業者の役割〕  

・就労移行支援事業においては、一般雇用への移行を希望する障害者に対して、就労移行支援   

事業所内での作業訓練や職場実習を通じて、一般雇用に必要な知識の習得及び能力の向上を   

一定期間にわたって計画的に行い、企業に送り出す役割が求められている。（連携研報告書）  

〔就労支援員の職務〕   

定着支援は一連の就労支援の中で付け足しのように見えるが、就労支援というのは就労する   

までではなく就労してからが本格的に実施されるもので、より重要な意味を持つ。企業と連   

携した定着支援を実施することにより、企業のニーズ、マッチングノウハウが身に付き、就   

労までの支援期間も短縮できることにつながる。就労支援は、就労までの準備訓練のみを重   

視するのではなく、長期的な定着支援に視点をおいてプログラムするべきでないか。  

〔就労支援員の育成方法〕   

育成は0（JTを基本とし、経験年数等を勘案し段階的に配置している。 ステップ1は、就業生   

活の基本を学ぶため、施設内訓練の場で、作業の進行管理、工程分析、受注に関する事務処   

理等を行いながら、障害者との向き合い方、職員間のコミュニケーション方法等を習得する。   

ステップ2は、就労支援の基礎的な手順を習得するためハローワーク等と連携しながら求職   

活動支援や雇用支援制度等を習得する。ここまでは比較的容易に行うことができる。難しく   

なってくるのはステップ3である障害者への長期的な定着支援で、生じてくる様々な課題や   



問題に対する解決能力や企業とのパートナシップの在り方等を習得する。権利擁護等の専門  

知識や福祉以外の知識も必要となる。さらに最も高いレベルであるステップ4としては、障  

害者のニーズを読み取るインテーク相談や経験の浅い職員の指導、地域のネットワークづく  

り等ができる人材であるが、ここまでは多くは育たないのが実情かと思う。ステップ3まで  

が標準的に求められる就労支援の人材であり、概ね4年間を要する。  

〔就労移行支援事業者の支援の質の確保〕   

事業者が行う就労支援に対して、就労支援のノウハウを有する地域障害者職業センターが、   

技術的・専門的な観点から助言・援助を行うことも有効であると考えられる。（連携研報告書）  

○ 障害者就業・生活支援センター・就業支援担当者  

【障害者就業・生活支援センターの役割〕  

・障害者就業・生活支援センターは、福祉、教育から雇用への円滑な移行を促進するとともに、   

職業生活の継続を支えるため、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の下、就職に向けて   

の支援や仕事を続けていくための支援を日常生活面や社会生活面も含めて行う身近な地域の   

職業リハビリテーション機関として、着実に実績をあげている。また、地域の障害者を広く   

対象とすること、就職の前後を問わず随時必要な支援を生活面も含めて行うこと等、就職支   

援において幅広い役割を果たすことが期待されており、就労移行支援事業者を含む地域の関   

係機関と連携しながら、相談から就職準備、職場定着に至るまで、個々の障害者に必要な支   

援をコーディネー トする役割が求められる。（連携研報告書）  

〔ワーカーの職務、必要な能力要件〕   

主任ワーカーは法人との調整、事業、予算、統括責任、他機関との連絡調整、利用者へのイ   

ンテーーク相談を担っている。責任者がインテークを担うことによりワーカーが利用者に対し   

て相談をする際やケース会議の際にスーパーバイズしやすくなるメリットがある。   

ワーーカーに求められるのは、全ての障害に対応できる知識、専門支援機関との調整、ネット   

ワーークの構築であり、必要となる能力・技能は、アセスメントスキル、プランニングスキル、   

コーディネートスキル、コミュニケーションスキルであり、事務処理能力等も必要となる。   

一番の課題は、インテーク相談、地域♂）ネットワーク構築をできる人材の育成である。  

〔ワーカーの育成方法〕   

内部研修に上るワーカーの育成方法は3段階ある。複合施設である強みを生かして、最初の   

段階である3ケ月間はさまざまな福祉サービスについて研修を通じて知ることから始める。   

就労支援は生活支援の一一部であると考えていることから、まずは生活支援の実務からスター   

トし、障害者の特性を卜分理解した卜で就労支援を担うという流れをとっている。第2段階   

として、S S′11やピアカウンセリングを通じて柔軟な対応力を身につける学習を行い、第3   

段階はこれ王で学んだことを活かして利用者に対する新たな支援プログラムを作りl二げてい   

く段階であると考えている。   



〔障害者就業・生活支援センターの支援の質の確保】   

障害者就業・生活支援センターが担う就労への移行の力は、、他の福祉施設とは異なるもので   

あり、専門性が必要である。   

障害者就業・生活支援センターの支援の質を確保するためには、センターを指導・援助でき   

るような広域的なセンターが必要ではないか。  

○ ジョブコーチ  

【ジョブコーチ養成の在り方〕  

・ジョブコーチとしての支援力を身につけるには、養成研修の受講だけでは十分と言えず、研   

修受講後も、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業   

者等の組織的に就労支援に取り組む機関において就労支援に携わりながら、実践経験の豊富   

なジョブコーチとのペア支援によるOJT、経験の積み重ね、ケーススタディ等を通じて、様々   

な課題に対応できる力をつけていくことが必要である。さらに、アセスメントや支援計画の   

策定、経験の少ないジョブコーチヘの支援技法の伝授、指導（スーパーバイズ）をできるよ   

うになることが求められ、そのためのスキルアップを図る仕組みを検討することが必要であ   

る。（連携研報告書）  

・ジョブコー チとして活躍できるようになるには、養成研修修了後3年程度のOJTが必要。ジ   

ョブコーチとして5年くらい経つと障害者就業・生活支援センターのワーカーのように全体   

的なコーディネートができるようになる。しかし、研修を受けた者の異動・離職も多く専門   

性が確立していかない。研修を受けた者が、就労支援の専門職として仕事を続けられる環境   

を整備することも重要な問題である。  

〔1号ジョブコーチの在り方〕   

今後のジョブコーチは、就業当初の職場適応援助だけ（狭義のジョブコーチ）ではなく、障   

害者が継続就業中に、仕事や職場環境が変化してもナチュラルサポートにより職場で支えて   

いけるような環境の育成、障害者と仕事とのマッチング、生活面の問題にも対応するための   

ケースマネジメント等といった役割を担う必要があるのではないか（広義のジョブコーチ）。   

また、主体的にジョブコーチ支援計画をつくっていくことも求められてくる。広義のジョブ   

コーチを前提とした研修が必要ではないか。  

〔2号ジョブコーチの在り方〕   

2号ジョブコーチの育成は、特例子会社や重多事業所等の管理職を念頭においたものなのか、   

実際に現場で直接仕事の指導にあたる者を対象にしたものなのか整理してターゲットを絞っ   

たカリキュラムを考えていくことが必要なのではないか。障害者の指導にあたる者を非常勤   

で採用し限定的に活用しているケースも増えてきている。   

どんな人材が2号ジョブコーチになるべきかについては、管理職の中にも2号ジョブコーチ   

として障害者を理解していることが望ましい。企業は2号ジョブコーチを専任で雇い入れる   

余裕はなく、実務をやりながらジョブコーチ支援を兼務する場合が多く、障害者支援に関す   

るノウハウと会社の業務に関する専門的な知識、実務責任者としてのリーダーの素質を兼ね   



備えた人材が第2号ジョブコーチとして適任でないかと思う。  

企業内で障害者を雇用し支援していくためには、職場における支援者の育成、外部支援機関  

との連携のための障害者支援の知識が必要である。2号ジョブコーチの研修を複数人に受けさ  

せることが必要。  

障害者の就労に当たっては生活面での問題が原因となる就業面への影響は大きいが、企業が  

行う障害者支援はコストを考えると生活面全般にわたるものはできない。  

〔研修方法〕  

1号と2号が一緒に研修を受けることで相互理解が進むのではないか。   

現場経験の豊富な福祉サイドの職員に対しては、講義だけではなくグループディスカッショ   

ンを取り入れることも必要ではないか。   

より高い専門性を身につけるための研修ニーズも高い。ただし、長期間にわたる研修は現場   

をもつ職員には難しい。   

カリキュラムやシラバスだけでなく、講師陣の実務経験なども重要なポイントである。  

L 養成カリキュラムに1週間程度の企業研修を組み込むことが必要。企業におけるジョブマッ   

チングやナチュラルサポートを体験することが重要。また、研修時に企業に対する障害者雇   

用に関する提案書作成というものもあってもいい。  

〔助成金制度の見直し〕   

実戦経験の豊富な高いスキルを有するジョブコーチを配置・活用する方策の検討に当たって   

は、職場適応援助者助成金制度の在り方と絡めて検討することが必要である。（連携研報告書）   

現行制度では、1号→2号は認められているが、2号→1号の流れについても必要なのではな   

いか 



障害者の就労支援を担う人材について  

（平成20年7月1日現在）   

1．ハローワーク  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   ．   

職業指導官   ・求職障害者の態様・適性に応じた、職業指導、職業相談、   障害者の紹介関係業務に従事している  【中央レベルでの研修】  

就職促進指導官   職業紹介、職場定着支援等の実施  者で、行政経験が概ね15～25年の者  
「障害者雇用専門研修」  

・職業指導官、就職促進指導官を  
・障害者を対象とした求人受理、求人者に対する情報提供、  

対象  
相談等の実施  

・労働大学校（独立行政法人労  

・障害者への就職支援に当たっての、地域障害者職業セン  働政策研究・研究機情）で実施  

ター、障害者就業・生活支援センター、福祉施設等の関係  ・前期及び後期、各2週間ずつ実  

機関との連携  施  

【地方レベルでの研修】  

「新任障害者業務担当者研修」  

・初めて障害者業務を担当する  

者  

・労働局主催  

・2日間（異動内示後の年度内）   

雇用指導官   ・事業所に対する雇用率達成指導等、障害者の雇用促進の  障害者に係る事業主指導業務に従事  【中央レベルでの研修】  

ための指導   している者で、行政経験が概ね15～25  
「事業主指導専門研修」  

・障害者の雇用促進のための指導を行うに当たっての、地  
・雇用指導官を対象 

・労働大学校で実施  

域障害者職業センター等の関係機関との連携   
・8日間（牢3回）  

【地方レベルでの研修（例）】  

「新任雇用指導官研修」  

・労働局主催  

・1日間（年度当初）  

求職障害者の障害の態様や適性を把握するとともに、職  障害の理解、障害者の雇用管理上必要  「障害者支援経験交流会議」  

業紹介を行うために必要な援助について明らかにするこ  な配膚、障害者の職業リハビリテーション  ・障害者専門支援員を対象（各都  障害者専門支援員  ・              と。   に関する理解等の専門的知識を有する  道府県労働局職業対策課長が推  



・地域障害者職業センター等の職業リハビリテーション実施  者   薦）  

機関、福祉関係機関、医療機関との調整を行うこと。  ・本省主催  

・障害者向け求人開拓の実施について、雇用指導官、求人  
・1日間（年1回）   

部門と協力すること。  

・求職障害者の紹介に同行し事業主への助言を行うととも  

に、採用後も必要に応じて事業主に対する助言を行うこと。  

職業相談員（障害者職業  ・就職を希望する障害者、その家族等に対して、職業に関  社会的信望があり、障害者の職業問題  特になし   

相談担当）   する相談及び援助、職業生活に関する相談等を行うこと。  について理解と関心を有する者   

・障害者の家庭等を訪問し、本人、その家族等に対して、安  

定した職業生活を送るための相談等を行うこと。  

・障害者を雇用する事業所を訪問し、職場適応の状況の把  

握を行うこと。  

・福祉施設、特別支援学校、病院、保健所等、障害者関係  

施設を訪問し、障害者の求職状況の把握を行うこと。  

職業相談員（求人開拓担  ・障害者雇用率が未達成の企業を中心に、事業所への電  これまでの経歴等から、企業とのつなが  特になし   

当）   話、訪問等により、管内の雇用失業情勢、求職失業者の動  りや企業に関する知識、障害者の雇用に  

向に応じた求人を開拓すること。   関する知識等を活かした障害者求人開拓  

・事業所との接触を通じ、必要に応じ、求職情報、労働市場  

の情報、各種助成制度の情報等求人を確保するに当たり効  

果的な情報を提供すること。  

・経済団体、個別企業等に対する協力要請により求人開拓  

を推進すること。  

・求人開拓業務に関して内部の事務処理、開拓求人のアフ  

ターフオロー等を行うこと。   

精神障害者就職サボー  ・精神障害者の求職者に対して、精神障害に関する専門的  以下のいずれかの要件を具備する者   特になし   

ター   知見に基づいてカウンセリング等を行うこと   ・精神保健福祉士又は臨床心理士の資  

・精神障害者である求職者、精神障害者を雇用している又  格保有者で、精神障害者の相談に係る   

1   



は雇用しようとする事業主等に対して、精神障害者の特性芦  実務経験を有する者   

社会福祉士、作業療法士、看護師、   保
 
 

や職場適応に関する助言を行うこと  

労働局が実施する精神障害に関する研修等に協力するこ  

と  

健師又は産業カウンセラーの資格保有  

者で精神障害者の相談にかかる実務経  

験を1年以上有する者  

・精神科病院、精神保健福祉センター、  

保健所、精神障害者の生活支援施設等  

で精神障害者の相談にかかる実務経験  

【  を2年以上有する者  

・上記に準ずると認められる者  

障害者就労支援コーデ  ・福祉施設や特別支援学校における就労支援の実施状況  これまでの経歴等から障害者福祉施設  特になし   

イネ←クー   に関する情報収集、地域の福祉施設等に対する就労支援  や特別支援学校とのつながりや企業にお  

の情報提供等の実施   ける障害者雇用の知識等を活かした、関  

・福祉施設利用者等が具体的に就職活動を行うに際しての  係機関との効果的な連絡調整が期待でき  

初動的な支援の実施  る者   

・地域の福祉施設や特別支援学校における就職希望者の  

把握、「チーム支援」の対象とする福祉施設利用者等の選  

定  

・具体的な障害者支援計画の作成や具体的な支援の実施  

に係る役割分担等に関する各関係機関間の連絡調整  

・職場定着支援（生活支援等を含む）に際しての関係機関・  

企業との連絡調整  

・「チーム支援」の効果的な実施に向けた関係機関間の連  

絡調整等の実施  

手話協力員   ・職員等に随伴し、ろうあ者と手話をかわすことにより、ろう  手話通訳ができる者であって次に掲げ  特になし  

あ者に対する就職指導業務に協力すること。   る要件を具備している者  

・社会自切言望があり、当該地域の聴覚障害  



者関係団体等からも信頼され、かつ、安定  

所の行う業務に深い関心と理解を持つも  

のであること。  

障害者の雇用促進に積極的な熱意を有  

し、かつ、聴覚障害者の職業問題等につ  

いて専門的知識を有するものであること。  

自己の利益を図り、又は政治目的に利  

用しようとするものでないこと。  

公選による公職にあるもの又はその候  

補者でないこと。  

2，地域障害者職業センター  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   

障害者職業カウンセラー  ・障害者に対する職業評価（職業リハビリテーション計画の  厚生労働大臣が指定する試験＊1に合  ［厚生労働大臣が指定する講習」  

策定）   格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講  ・新規採用者を対象  

・障害者に対する職業指導（職業リハビリテーションカウン  習＊2を修了した者その他厚生労働省令で  
・期間：1年間  

セリング）  定める資格を有する者＊3  

・障害者に対する職業準備支援、OA講習を行うこと。  
・前期と後期は総合センター、実  

・障害者及び事業主に対する職場適応援助者による支援  
地は配属先の地域センターで実  

施  

ての助言その他の援助   職員を採用するための試験  

・職場適応援助者の養成・研修   「フォローアップ研修」  
＊2：厚生労働大臣が指定する講習  

・採用後3年程度の者を対象  
・知的障害者及び重度知的障害者の判定（原則として、障   

・総合センターで実施  一において障害者職業カウンセラーとして  
害者職業カウンセラーとして2年以上の経験を有する者）  

・5日間  
上記に付随し、関係機関との連絡・調整、関係機関に対す  

る専門的な職業リハビリテーション技法の提供、職業リハビリ  「専門第二期研修」  

・採用後5年程度の者を対象  



テーションに関する情報の収集・提供、ケース会議の運営等  する者   ・総合センターで実施  

r  

公共職業安定所において5年以上障害   ・6日間  
を実施  者の職業紹介に係る事務に従事した経験を  

「専門第三期研修」  

】  

る者と厚生労働大臣が認める者   
・採用後9年程度の者を対象  

・総合センターで実施  

・6日間  

評価アシスタント   （職業評価業務を担当する障害者職業カウンセラーの指示に  次のいずれかの業務に概ね1年以上  特になし  

基づく）   従事した経験のある者  

・職業準備支援における職業評価の補助   ・地域障害者職業センター等の施設にお  

・職業準備支援における作業支援   ける職業リハビリテーション業務  

・作業状況の観察及び記録のとりまとめ   ・公共職業安定所における障害者の職業  

・職業準備講習カリキュラムの実施   指導に関する業務  

・職業準傭支援及びOA講習の対象者のフォローアップ   ・特殊教育諸学校における障害者の指導  

・職業準備支援の実施に係る関係機関等との連絡及び調整  に関する業務  

に関すること。   ・福祉・医療機関等における障害者の作業  

指導等に関する業務  

・民間事業所における障害者の作業指導  

又は労務管理の業務  

・障害者関係団体における障害者の相談  

又は指導に関する業務   

ジョブコーチ（配置型）  （ジョブコーチ支援事業を担当する障害者職業カウンセラー   次のいずれかの業務に概ね1年以上  〔配置要件として〕  

の指示に基づく（一部、評価担当カウンセラーの指示に基づ  従事した経験のある者   高障機構が実施する「配置型  

く））   
・地域障害者職業センター等の施設にお  職場適応援助者養成研修」を修  

・支援実施事業所の職場環境等の把握・分析並びに支援対  ける障害者職業カウンセラー業務   了した者（「第1号職場適応援助  

象者に係る適応状況の把握及び問題点の整理   ・公共職業安定所における障害者の職業  者養成研修」を修了した者も可）  

・支援対象者に対する職場適応のための指導・援助   指導に関する業務   「配置型職場適応援助者養成研  

・支援対象事業主に対する支援対象者の雇用管理全般に  ・特別支援学校における障害者の指導に  修」  

わたる指導・助言   関する業務   ・総合センター及び地域センター  



・支援対象者の家族に対する支援対象者の職業生活の安  ・福祉施設における障害者の作業指導等  で実施  

定のための指導・助言   に関する業務   
・本部研修5日、地域研修4日（年  

・通勤指導の実施   ・民間事業所における障害者の作業指導  
4回）  

・事業終了後のフォローアップの実施   又は労務管理の業務  

・支援記録の作成   ・障害者関係団体における障害者の相談  

・地域センターにおけるジョブコーチ養成研修実施に係る  

補助  

・職業準備支援における作業支援  

※1人の支援対象障害者に対して複数担当制（ジョブコー  

チ（配置型）同士又はジョブコーチ（配置型）と第1号ジョブ  

コーチとの組み合わせによるペア）で支援   

リワークアシスタント   （精神障害者を主に担当する障害者職業カウンセラーの指示  次のいずれかの業務に概ね1年以上  

に基づく）   従事した経験のある者  

・職場復帰支援に係る障害者の支援の実施   ・民間事業所等における障害者の作業指  

・職場復帰支援に係る事業主の支援の補助   導又は労務管理の業務  

・対人技能等の習得のための支援の実施（職業準備支援に  ・民間事業所等における従業員の労務管  

おける自立支援カリキュラムの実施）   理のうちメンタルヘルス管理に係る業務  

・障害者の職場適応指導の実施   ・地域障害者職業センター等の施設にお  

・支援終了後のフォローアップ   ける職業リハビリテーション業務  

・支援の実施に係る事業主、医師、関係機関等との連絡及  ・精神障害者関連の福祉・医療機関等に  

び調整の補助   おける障害者の作業指導・就労支援等に  

関する業務  

・精神障害者関係団体における障害者の  

相談又は指導に関する業務  

■－■  



3．障害者就業・生活支援センター  

研修・育成  主な要件  主な職務   

「主任就業支援担当者研修」  

・新任の主任就業支援担当者を  

対象  

・総合センターで実施  

・2～4日（年4回）  

「就業支援担当者研修」  

・新任の就業支援担当者を対象  

・総合センターで実施  

・3～4日（年4回）  

授産施設等への訪問により支援対象者を把握し、職業リハ  

ビリテーションの受講を奨励すること。  

障害者からの相談に応じ、就業及びこれに伴う日常生活  

上の問題について、必要な指導・助言その他の援助を行う  

こと。  

障害者に対して職業準備訓練及び職場実習をあっせん  

すること。  

支援対象者を雇用する事業主に対して就職後の雇用管理  

に係る助言等を行うこと。  

関係機関との連絡調整を行うとともに、連絡会議を開催す  

ること。  

関係機関に係る情報を支援対象者や関係機関等に提供  

すること。  

特になし  主任就業支援担当者  

就業支援担当者  

「就業支援スキルアップ研修」  

・3年以上の経験者を対象  

・総合センターで実施  

・前期3日、実践期（12週間程  

度）、後期3日  

「全国就業支援担当者経験交流  

会議」  

・就業支援担当者を対象  

・本省から全国就業支援ネットワ  

ークの事務局センターに委託  

・1日間（年1回）  

※ 上記のほか、生活支援担当者が配置されている。生活支援担当者は、各センター1名配置。   

要件は、身僻事害者、知的障害者、精神障害者のいずれかの障害者の生活支援について相当の経験及び知識を有する者であり、かつ他の障害福祉についても熟知し   

ているものであること。研修はなし。   



4．障害者雇用支援センター  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   

指導員   （業務全体を統括するセンター長の下）  特になし   付記  

・授産施設等への訪問により支援対象者を把握し、職業リハ  
指導員については、「障害者就  

ビリテーションの受講を奨赦すること。  
業・生活支援センター就業支援  

担当者研修」の受講を可能とす  

・支援対象者に対して、職業準備訓練を行うこと。（作業訓  る。  

練の指導、職場実習の指導）（＊）  ・新任の指導員を対濠  

・職業準備訓練を受けた後に就職した支援対象者に対し  ・総合センター・で実施  

て、必要な助言等を行うこと。（職場定着指導、通勤援助）  
・3～4日（年3回）   

（＊）  

・支援対象者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対し  

て、当該支援対象者の雇用管理に関する事項について助  

言等を行うこと。  

（＊は地域障害者職業センターの行う職業評価に基づく）  

5．ジョブコーチ支援実施機関  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   

第1号ジョブコーチ   （地域障害者職業センターが策定した職業リハビリテーション  次のいずれにも該当する者   〔要件として〕  

計画に基づく）   ・社会福祉法人等に雇用されている者  ☆1：高障機構が行う「第1号職場  

・支援実施事業所の職場環境等の把握・分析並びに支援対  ・高障機構が行う第1日、日、心援助者  適応援助者養成研修」  

象者に係る適応状況の把握及び問題点の整理   養成研修☆1、又は厚生労働大臣が定め  ・総合センター及び地域センタ  

・支援対濠者に対する職県連応のための指導・援助   る第1号職場適応援助者養成研修☆2を  ーで実施  

・支援対象事業主に対する支援対象者の雇用管理全般に  修了した者   ・本部研修5日、地域研修4日  

わたる指導・助言   ・障害者の就労支援に係る業務を1年以  （年4回）  

・支援対象者の家族に対する支援対象者の職業生活の安  上行った者（＊）  ☆2：厚生労働大臣が定める「第  

定のための助言・援助  1号、日適応援助者養成研修」  

＊障害者の就労支援に係る業務を1年以上  

1   



lll‾llll、l  行った者：就労支援等を実施する機関、医療・  

保健・福祉・教育機関、障害者団体、障害者  

雇用事業所等において、障害者の就職又は  

雇用の継続のために行う次の業務を1年以上  

行った経歴がある者  

・職業指導、作業指導等に関する業務  

・社会復帰、職場復帰の支援に関する業務  

・障害者の雇用管理等iこ関する業務  

・通勤指導の実施  

・事業終了後のフォローアップの実施  

・支援記録の作成  

※1人の支援対象障害者に対して複数担当制（第1号ジョ  

ブコーチ同士又はジョブコーチ（配置型）と第1号ジョブコー  

チとの組み合わせによるペア）で支援  

6．就労移行支援事業者  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   

サービス管理責任者   ・利用者の状態のアセスメント   次のいずれにも該当する者   「サービス管理責任者研修」  

・個別支援計画の作成と変更   ・障害者の保健・医療・福祉・就労・教育  ・研修事業者が実施（当面、都道  

・個別支援計画の説明と交付   の分野における直接支援・相談支援など  府県自らが実施することも可能）  

1 

・サービス提供内容の管理   の業務における実務経験（3年～10年）  ・3日程度（講義・演習）（うち、1日  

・サービス提供プロセスの管理   ・新制度における「相談支援従事者研  半が共通、1日半が各専門分野  

・個別支援計画策定会議の運営   修」（講義部分）を受講   （就労）を履修）  

・サービス提供職員に対する技術的な指導と助言   ・サービス管理責任者研修を受講  

・サービス提供記録の管理   注）経過措置あり  

・利用者からの苦情の相談  

・支援内容に関する関係機関との連絡調整  

・管理者への支援状況報告   

就労支援員   ・適性にあった職場探し  特になし   特になし   

・企業内授産、職場実習の指導  

・就職後の職場定着支援等  

職業指導員   ・生産活動の実施  特になし   特になし   

・事業所内授産の指導等  

※ 上記のほか、生活支援員が配置されている。要件、研修とも、特になし。   



7．発達障害者支援センター  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   

就労支援を担当する職  ・就労を希望する発達障害児（者）に対する就労に向けた相  発達障害児（者）の就労について、相  下記＜参考＞を参照   

Eコ 貝   

談等   当の経験及び知識を有する者、又は、そ  

・企業等への糸腑勺な訪問による発達障害に関する理解の  

促進  

・公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者就業・  

生活支援センター等の労働関係機関との連携   

※ 上記のほか、相談支援を担当する職員、発達支援を担当する職員が配置されている。  

8．特別支援学校等  

名称   主な職務   主な要件   研修・育成   

進路指導担当主事   ・進路指導に関する全校教職員間の連絡調整   当該学校の教諭であること  【中央レベルでの研修】  

・進路指導に関する年間指導計画の立案、修正、評価  「キャリア教育指導者養成研修」  

・進路指導に関する校内研修の企画・運営等  ・5日間  

・学級担任などが行う進路指導への援助・助言  ・教員研修センターで実施  

・生徒理解のための個人資料の収集の企画、整理、解釈、  

活用  【地方レベルでの研修（例）】  

・進路情報の収集・整理・活用  「新任進路指導主事研修」  

・生徒の進路相談  ・1日間（年2回）  

・職業安定機関・上級学校・事業所等の関係機関との連絡  ・県教育センターで実施   

（学校が公共職業安定所の業務を分担する場合）  （学校長が教諭の中から選任）  

・求人の受理及び当該求人の安定所への連絡  

・求職の申込みの受理  

・職業指導  

・就職後の指導等  

‾】   



9．企業  

名称   主な職務  主な要件  研修・育成   

l   

第2号ジョブコーチ   ・事業所内の職場環境等の把握・分析並びに支援対象者に  】次のいずれにも該当する者   〔要件として〕  

（障害者助成金制度）  係る適応状況の把握及び問題点の整理   事業主に雇用されている者   ☆1：高幡機構が行う「第2号職場  

・支援計画の作成   

・支援対象者に対する職場適応のための指導・援助   

】・       ・高障機構が行う第2号職場適応援助者 ‖  適応援助者養成研修」  

養成研修☆1、又は厚生労働大臣が定め  ・総合センター及び地域センタ  

・事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整   る第2号職場適応援助者養成研伊2を  ーで実施  

・支援対象者の家族に対する支援対象者の職業生活の安  修了した者   ・本部研修5日、地域研修4日  

定のための助言・援助   ・障害者の雇用関係業務について一定  （年3回）  

・通勤指導の実施   の経験及び能力を有している者（＊）  

・支援対象者に関わる関係機関との調整   
＊障害者の雇用関係業務について一定の  

☆2：厚生労働大臣が定める「第2  

・支援記録の作成  経験及び能力を有している者  号職場適応援助者養成研修」   

・障害者職業生活相談員の資格取得後、3  
年以上障害者の雇用に関する指導等の業務  

に就いていた者  

・特例子会社・重度多数雇用事業所におい  

て障害者の就業支援に関する業務を1年以  

上行った者  

・地域センターにおいて1年以上の職場適  

応援助者としての実務経験があるもの及び  

第1号職場適応援助者として240日以上の実  

務経験がある者並びiこ職場適応援助者とし  

ての実務経験がこれと同等と機構が認める  

者  

障害者職業生活相談員   次の事項に関する障害者からの相談を受け、又は指導を  次のいずれにも該当する者   〔要件として〕   

（障害者雇用促進法第79条）  行う。   ・事業主に雇用されている者   ☆「障害者職業生活相談員資格  

・適職の選定、能力の開発向上等、障害者が従事する職務  ・厚生労働大臣が行う講習を修了した  認定講習」  

の内容に関すること   者又は次のいずれかに該当する者   ・高障機構が都道府県障害者雇  

・障害の態様に応じた施設・設備の改善等、作業環境の整  ①職業能力開発総合大学校の長期課  用促進協会等に委託して実施  

備に関すること   程の指導員訓練（福祉工学科）修了者  ・2～3日、計12時間以上  

・労働条件や職場の人間関係等、職業生活に関すること   ②大学・高等専門学校卒業者等で、1  



・余暇活動に関すること   年以上の実務経験を有する者  

③高等学校等卒業者で、2年以上の実  

務経験を有する者  

④3年以上の実務経験を有する者  

※実務経験：障害者である労働者の職  

業生活に関する相談及び指導の経験  

職業コンサルタント   雇用する障害者の雇用管理のために必要な職業生活に関  次のいずれにも該当する者   上記＜障穿者職業生活相談員＞   

（障害者助成金制度）  する相談及び指導の業務を専門に担当する。具体的には、  ・障害者職業生活相談員の資格を有す  を参照  

雇用した障害者の   ること  

・職場適応や職業能力の開発   ・障害者職業生活相談員の資格取得  

・職場や自宅における福祉の増進等の職業生活の充実   後、障害がある労働者の職業生活に関  

を図るための一連の相談及び指導の業務。   する相談及び指導の業務について3年  

以上の経験を有すること   

業務遂行援助者   雇用する障害者に対する業務の遂行に関する援助及び指  事業主に雇用されている者   特になし   

（障害者助成金制度）  導の業務を担当する。具体的には、  

・作業方法、作業手順等の手本を見せながらのきめ細かな  

反復した指導  

・作業の遂行に当たり、見守りつつ行う指導・援助   

職場介助者   雇用する障害者の業務の遂行のために必要不可欠な次の  事業主に雇用されている者又は委嘱さ  特になし   

（障害者助成金制度）  業務を行う。  れた者  

（障害等級2級以上の視覚障害がある労働者の場合）  

・障害者の事務処理に必要な文書の朗読と録音テープの作  

成  

・障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務  

・障害者の業務上外出の付添等  

（障害等級2級以上の両上肢機能障害及び両下肢機能障害  

1
一
■
」
d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
′
】
 
 
 



を重複する障害者等）  

・障害者の指示に基づく文書の作成とその補助業務  

・障害者の指示に基づく機械の操作、コンピュータ入力とそ   

の補助業務  

・障害者の業務上外出の付添等  

（参考）福祉、保健医療、教育等の分野の職業リハビリテーション人材の育成等  

障害者職業総合センター等において、職業リハビリテーションを担う人材の育成等を実施  

名称   主な対象   内容   実施主体等   

職業リハビリテーション実践セミナー  医療、保健、福祉、教育等の関係機関の職  職業リハビリテーションに関する基礎的理  ・総合センターで実施  

員等であって、就労支援の経験が少ない者   論、情事臥技法を体系的に提供（初心者向けプ  

ログラム）   

地域職業リハビリテーション推進フオ  医療、保健、福祉、教育等の関係機関の職  地域の職業リハビリテーションのネットワーク  ・地域障害者職業センターで   

ーラム   員、事業所関係者であって、地域の職業リハビ  実施  

リテーションのネットワークに関わる者   ・半日～1日程度   

地域就業支援基礎講座   医療、保健、福祉、教育等の関係機関の職  職業リハビリテーションに関する基礎的知  ・地域障害者職業センターで  

実施  員であって、就労支援の知識、経験が少ない 者  識、情報等  ・半日～1日程度   

職業リハビリテーション研究発表会   職業リハビリテーション機関をはじめ、企業、   職業リハビリテーションの調査研究成果、  ・総合センターで実施  

労働行政、医療・保健、福祉、教育等の関係機  就労支援に関する実践等の周知・紹介及  ・2日間（年1回）  

関の職員等   び、参加者相互の意見交換、経験交流   

発達障害者の就労支援を担当する  雇用、医療、保健、福祉、教育等関係機関に  雇用支援制度の概要、発達障害者の職業生  ・発達障害者支援センター   

職員のための講習会（発達障害者  おける発達障害者に対する支援従事者   活上の課題、効果的な支援技法等の基本的な  （全国6団体）   

就労支援者育成事業）  知識・スキルに関する講習   ・1日程度  





障害者の一般就労を支える人材の職務・能力要件（各人材別）  

作成者：社会福祉法人電機神奈川福祉センター  
常務理事 志賀 利一  

①就労支援員  

作成者：社会福祉法人JHC板橋会  ワーキングトライ  

雇用支援ワーカー 酒家 政江  
②就業支援担当者  

③第1号職場適応援助者  作成者：NPOぴゅあさぽ－と 障害者就労支援センター げんき晶ノ  

就労支援担当（第1号ジョブコーチ）  小島 ゆう子  

④第2号職場適応援助者  作成者：株式会社カネボウ  
人事グループ部長（第2号ジョブコー チ） 塚田 慎二   



参考資料4（℃就労支援員  作成者：社会福祉法人電気神奈川福祉センターわーくす大師志賀   
必要な支援内容   必要な能力要件   

就労支援のプロセス  就労支援の職務   必要な知識  卜  必要なスキル   
備考  

就労支援員が中心となる職務   

①地域ネットワーク会議  卜会議参加者との人脈づくり   自事業所の機能と実績  関係者との連携・人脈づくり   
地域の各関係機関の機能と実績 利用者確保の戦略と営業  
就労支援ネットワークの役割  

②施設外就労・施設外支援  ステップアップとしての施設外就労の施設外就労事業所の開拓・調整   施設外就労・支援の運営には、  
掛計画   役割と意義・先駆的な取り組みの知識制用者工賃額と受注売り上げ見通し  作業内容、受注金額、品質、スケジュール、  

個別支援計画と施設外支援の役割 漣勤訓練と仕事内容調整   さらに受注契約と継続的に比較的責任の  
塵設外就労の運営と調整  受注契約と施設外就労の管理全般  重い業務となる  

施設外就労・支援の割合が多ければ、  
就労支援員はこの仕事が中心となる。  

③職場体験実習（委託訓練等）恕班諾 委託訓練の流れと手続き HW等との綿密な連携  求人に対しての実習ではない場合においても  
相談  職業安定業務の制度と役割  採用になる可能性を残す場合は、委託訓練等   

職場体験実習中の各種調整  の制度適応を検討するか、HWに連絡・相談  

（実習日時・期間、賃金なし等）  を行う  

④職場開拓（HWとの連携）≡求職登録の確認（求職登録）  職業安定業務の制度と役割 HW等との綿密な連携  
求人情報の開拓と確認  
iHWとの職場開拓等の同行  

】   
基本的な労働法の知識  

知識  
⑤職場開拓（自主的な開拓）層雲軍票蓋貰芸蓋 ，  庭務．職務分析と   

HW等との連絡・相談   職業安定業務の制度と役割   障害特性に合わせた調整   

⑥職場の定期訪問 職場への定期訪問  基本的な助成金制度の知識 企業等との継続的な連携作り      u  障害者雇用制度の変化や  
雇用上の各種課題への相談・助言など  
主に企業に対する支援として  

⑥採用面接支援  面接時のビジネスマナー  ー  

職場での支援・指導の基本  
職業安定業務の制度と役割  
障害特性の配慮と家族等との調整「業務・職務分析と  

僅孟墓芸諾鵠誤周整  ジョブコーチ制度の知識と調整 障害特性に合わせた調整  

⑦初期の定着支援   支援  職場での支援・指導の基本   
偉書特性の配慮と家族等との調整た調整  

ト長期的な支援体制の調整  カンファレンス開催  

‖       ‖ ⑧地域の就労支援機関と連携地域の就労支援機関との連携   長期的な支援の引き継ぎ  カンファレンス開催  サースの概要作成、引き継ぎ  長期のフォローアップの大多数は、地域の  
就労支援機関と随時情報交換  就労支援機関と連携により行う体制を前提に  



必要な支援内容   必要な能力要件   
就労支援のプロセス  就労支援の職務   必要な知識  必要なスキル   

備考  

①地域の勉弓垂会・シンポジウム維学校・施設等の勉強会での事業報告  プレゼンテーション  
地域の各関係機関の機能と実績廟係者との連携・人脈づくリ  
就労支援ネットワークの役割 利用者確保の戦略と営業  

②施設見学（集団） 見学受け入れ  自事業所の機能と実績 プレゼンテーション  
自立支援法・訓練等給付の仕組み関係者との連携・人脈づくり   

利用者確保の戦略と営業  

③利用開始（暫定期間） 個別支援計画の作成   包括的なアセスメント  インテーク・状況把握   個別支援計画は基本的にはサービス管理   
利用契約  多数の個別就労支援の経験と知識 障害特性の理解と将来の見通し   責任者の職務であり、就労支援員はその  

自立支援法・訓練等給付の仕組み  補足的な役割を果たす。  
カンファレンス  カンファレンス開催  関係者の視線を一致させる  ただし、施設外就労・施設外支援、職場体験  
個別支援計画の行政への報告  実習、求人情報など、就労支援員がより適切  

な情報を持っている場合も多い。  
④継続利用（半年×4回） 個別支援計画の作成  包括的なアセスメント  インテーク・状況把握  

利用契約  多数の個別就労支援の経験と知言戟障害特性の理解と将来の見通し  
自立支援法・訓練等給付の仕組み  

カンファレンス  カンファレンス開催  関係者の視線を一致させる  
個別支援計画の行政への報告  

⑤延長利用（1年×1回） 個別支援計画の作成  包括的なアセスメント  インテーク・状況把握   
利用契約  多数の個別就労支援の経験と知識障害特性の理解と将来の見通し  

自立支援法・訓練等給付の仕組み  
カンファレンス  カンファレンス開催   関係者の視線を一致させる   
個別支援計画の行政への報告   地域の各関係機関の機能と実績   

⑥障害者雇用準備段階の調整・j事業所指導者の研修プログラム作成  基本的な障害特性  業務・職務分析と  初めて知的障害・精神障害者等を受け入れの  
事業所指導者との相言炎・調整  障害に関する初級的な研修プログラム障害特性に合わせた調整   企業等の場合、障害の理解として施設等を  

事業所における障害者雇用の現状  利用して職員の事前実習や研修プログラムを  
組むこともある  

⑦訓練等給付請求業務  出勤簿管理  自立支援法・訓練等給付の仕組み電算・請求の確認  比較的多数の障害者が通過する施設では   
請求業務  就労支援員がその人員数の見通しを立てる  
入金確認  ことが必要な場合もある   

⑧フォローアップ  定期的な職場巡回   障害特性の配慮と家族等との調整離職亘ラブル時の適切な対応・相談  
電話や面談による障害者と定期相談   
地域の就労支援機関との連携   
家庭や生活支援機関と連絡調整   
カンファレンス  カンファレンス開催  

⑨地域の生活支援機関と連携 カンファレンス   障害特性の配慮と家族等との調整離職・トラブル時の適切な対応・相手炎   
厚庖や生活支援機関と連絡調整   カンファレンス開催  



わーくす大師における就労支援の大まかな流れ  

☆ 地域の  ネットワーク会議  
㌔7  

協設見学（集団）  
地域の勉強会   

☆  シンポジウム報告  
事業案内  

事業報告書送付  
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電話による相談  

利用申し込み  

☆就労支援員が中心となる職務  

☆ 就労支援員が比較的かかわる職務  

就労支援員があまりかかわらない職務  

お試し実習  

☆ 訓練等給付  

請求業務  

☆ 
施設外作業  

施設外支援  

☆職場体験実習   

（委託訓練等）  

激 職場開拓   

（自主開拓・地  
衆 職場開拓  （HW求人情報）  

衆採用面接支援   

（面接・実習等）  

障害者雇用準備段階  

☆調整・支援  
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入 q汀地域の生活支援   機関と連携   

域の就労支援  

機関と連携  



参考資料4②就業支援担当者  作成者＝社会福祉法人JHC板橋会 ワーキング・トライ清家   
必要な支援内容  必要な能力要件   

就労支援のプロセス   就労支援の織務   必要な知芸能   必要なスキル   

1．電話での相談問い合わせ   ・主訴の把握、来所経路→これまでの経過把握   
（必要に応じて支援機関の方へ同行依頼）  ※全ての支援において   

・現状をうかがい、相談に繋げるのか、主治医、関係機関の方と相談のうえ、   ○ケアマネジメント  ・ケアマネジメントスキル  

再度連絡をいただくかこの段階で判断する。  インテイクアセスメントプランニング  
計画の実施計画の進行状況と評価  

2．来所による相談（初回面接）   ・本人の働きたいという動機の確認  総合評価終結   

（来所のみではなく他機関へ出向くこともある  ○相談 面接  ・相談面接スキル  

1→（他機関連携）1→（他機関の紹介）   ○援助原則  
登録  費録しない   ①傾聴②受容③共感④感情の明確化  

・相談の中で必要な支援機関（支援機関がかかわる理由の説明やどんな所なのか説明）の紹介と調整   ⑤支持⑥自己決定 ⑦個別化⑧秘密保持  

（保健所、職業センター等）   ○記録の記入  
○障害特性  障害特性や制度、支持機関について  

※単なる情報提供だけではなく、当事者の前で紹介先へ連絡することも  知識は必要であるがすべてを把握する  
ことはできない。自分にとって分からない  

3．登録の場合の面接   ・病歴、職歴、家族状況、今後の希望を把握  ことに出会った時、適切なところに尋ねる、   

（複数回の場合もある）   ・同行者がいれば本人から7解を得て、情報を収集また医療面での確認も  聞くスキルが必要。  

4．具体的活動場面での   ■提携施設での体験（3日～4日間）参加の方   4．職業評価チェックリスト  

基本的職業スキルの確認   ・体験実習依頼書の作成   
（アセスメント）  ・提携施設との調整（本人の状況、日程等）  

・体験実習の間、ジョブコーチとして作業の見まもり、声かけ  
・1日終了後、ふり返り面接、チェックリスト（生活、作業、医療）を利用しながら、  

出来ている事、課題の確認を行なう  
・施設利用者であれば退所施設を訪問し、本人の活動の様子を見ることも  
・障害者職業センター職業評価等を利用する場合も  

5，雇用支援プログラム作成  ・具体的活動場面でのアセスメントをもとに雇用支援プログラムの作成  5．6．プログラム作成  →グループワーク、SST  

・アセスメントをもとに出来ている事、課題の確認   ・地域支援機関 ハローワーク、職業センター   集団を運営するスキル  

→ 課題をクリアする為、何を行なっていくのか、どんな場面が必要か？   職業能力開発校、施設等の情報と知言戟  
6．合同面享妾  ・本人、支援機関、W．丁  ・制度（生活面、就労面の諸制度）知識  

・本人の希望と雇用支援プログラムをつきあわせ、今後について具体的プログラムを検討  
1プログラム作成にあたり  

生活や就労、利用者にとって必要と思われる地域の支援機関の情報提供  
・制度についての情報提供  
く※利用者が10人居れば、10通りのプログラムとなり、個別性が高い）  

〈支援の流れの中で〉  
7．就労基礎訓練  ・保健師、施設との調整（就労基礎訓練の場の検討）  

・基礎訓練の状況についての確認（合同面接）  

・個別支援とともに就労に向けての学習会等の企画とコーディネート  

8．職場体験実習  ・制度利用（委託訓練、社会適応訓練、等）  8．職務、課題分析  

・協力事業所の開拓  
・本人の希望を聞きながら、制度利用、協力事業所、受け入れ企業の開拓・あっせん  
t職種、日数、時間等の調整一職務分析、整理  
・ジョブコーチ支援  
・就労ミーティング（職場体験実晋を行っている方たちのグループ）個別の課題を確認しながら、  

現場でどうだったのか常に振り返る。グループ場面であるので同じ体験をしているものとして、  
他者の話を聞いたり、自分自身の話をすることでより振り返りが深まる。  

・ミーティングや個別の相談を通し直接的、または間接的に介入の必要があれば職場訪問を行うなど調整  
・実習のふり返り面接の設定（本人、企業、W．T）  

→出来ている事、課題の確認→次のステップヘどのようにつなげるか、プログラムの検討  

！   



必要な支援内容  必要な能力要件   

就労支援のプロセス   就労支援の職務   必要な知識   必要なスキル   

9．求職活動  →メンバー紹介シートの作成   9．面接の受け方、履歴書の書き方など   

り＼ローワーク障害者登録同行  具体的な知識  
・求人検索同行  
・障害者窓口担当者や雇用指導官に協力依頼。  
事前に履歴書、職務経歴書作成、面接の受け方等支援  

→面接の受け方ではSSTを利用  
・企業面接同行  
→障害の特性、できる事、苦手な事、接し方のポイント等説明  

10定着支援  ・個別相談  10．集団援助技法（グループワーク）  

・ジョブコーチ支援（W．T独自であったり、関係機関の支援者にジョブコーチを依相することもある。また、  SSTの知識  
職業センター、ジョブコーチ支援事業を依頼の場合もある。）  

・適宜、上司と情報交換（本人の了解を得て）  

・節目、節目でふり返り（本人、企業、支援者）  
・就労ミーティングoroB会（就労している方達のグループ。職場での事、生活の事など自身の吉舌をしたり  

他メンバーの話を聞く。自助グループの育成の方向で。）  

〈企業に対して〉  
（雇．年＝こ向けて）  ＜ジョブコーチについて＞  

1．企業からの相談（電話、来所）  

2．W．Tの説明  

3．障害特性の説明  ・障害者の働いている企業や施設の案内をしながら実際の場面の確認  
4，職務分析、仕事の切り出し   ・どのような仕事があるのか（出来そうな仕事は、どんな流れで仕事を組み合わせていくか）   ＜企業＞  

5，企業と障害者マッチング   ・就労に向けて準備をしている障害者と働く塙のマッチング   ・障害特性等、当事者に即したかたちで   →プレゼンテーション  
6，トライアル雇用制度など制度の説明  ・見学→面接→実習→面接一号ライアル雇用→木尾用。この流れをコーディネート  企業の方へわかりやすくプレゼンテーション   

（ハローワークに協力を依頼しながら）  

（在職者について）  

ト企業から相談  ・何が問題なのか、職場としてどうしたいのか確認  

2．本人との相談  ・W．Tの説明  

・WJの支援を本人が必要としているのか  

・本人から状況を伺う  
・本人としてどうしていきたいのか  
・これまでの状況（医療面、生活面、支援機関）一情報収集  

3一本人、企業、W．丁で話し合う  ・問題lこ対して具体的に対処を検討していく  

・本人に出来るところから  

※その他  ■課題、現状、今後について共有化。   
・職場内でのケースの共有化  ・ケース会議  

・スーパーヴィジョンを受ける  

・各機関との情報交換  ・コンサルテーション  



参考資料4③第1号職場適応援助者  作成者‥NPOぴゅあさぽ－と障害者就労支援センター げんき品川 小島   

1．業務の   JCが直接職場に入り、職場定着のための支援を行う。   
概要  

作業項目   作業手順   m  乍業遂行に必要な技能・事項等  

必要な知識   必要なスキル  

職場適応援助者が必  
・障害特性  

要な対象者の選定   
・JC導入による効果  

・JC以外の社A資源  

職業センターヘ相談   ①職業センターヘケース概要伝え、JC支援が妥当かどうか   ・伝えるべき事項の把握（基礎 と況）  ・わかりやすく説明する  
などを相談する  的な情報課題状  

（①信頼関係を築く・・・※当法人にあらかじめ登録している方  

対象者のアセスメント  

（②職業評価の依頼＝・※同上）   ・職業評価   ・信頼関係構築する  
（対象者の希望・能 力 ■障害特性に応じた対応   ・障害特性（対象者）に応じた対応する  

・特性を知る）  
④実際の就労状況を観察する  ・職場適応援助者制度   ・主訴を聞きとる  

制度の情報提供  
⑤職場適応援助制度の情報提供、利用の希望などを把握す  
る  

①事業主へ就労状況、課題に思うこと、要求水準などの聞き  
事業主のアセスメント  ・信頼関係構築する  

（労働条件、要求水準 知る）  
，当該事業主の基礎的な情報  

を  
・職場適応援助者制度  

t主訴を聞きとる  

2．作業エ  
制度の情報提供  ③職場適応援助制度の情報提供、利用の希望などを把握す る   など  

程・作業  

内容  ①収集した情報をもとに、課題を明確化する  ・対象者の障害特性  
・収集した情報を総合的に判断し、当該の対象者の障害特  

支援計画案策定  
②支援事項、支援方法、支援期間、支援頻度を決める  ・支援計画策定  

性・特徴（1次障害）を見極め  
・職場定着のために必要な支援内容について見通しをたてる  

支援計画の実施の決  ①職業センターへ支援計画案を提示し、必要に応じて修正、  ・わかりやすく説明する  
済をとる   支援実施の了解を得る  ・同意を得る  

対象者・事業主・（家 族）へ支計画の説  

援  
・わかりやすく説明する  

明と同意の取り付け   
る  ・同意を得る  

集中支援   ②記録の作成（日毎）  ・障害特性とその対応方法  
③集中支援期の記録のまとめを作成し、今後の支援にかか  
わる打ち合わせを行う  

録を作成する  

・関係者と情報を共有する  

・支援経過や今後必要な支援について、わかりやすく説明  
し、対象者や事業主へ実行してもらうようにする  



作業項目   作業手順   作業遂行に必要な技能・事項等  
必要な知識  必要なスキル  

①支援計画と上記打ち合わせに基づく支援の実施（職場定  

着のために必要な支援事項を事業主へ引き継ぐ）  
・キーパーソンにJCの役割を引き継ぎ、環境を整え、徐々に  

移行支援  ②記録の作成（日毎）  ・ナチュラルサポート  
Jc支援回数を減らす  

2．作業エ  ③移行支援期の記録のまとめを作成し、今後の支援にかか  
・支援経過や今後必要な支援について、わかりやすく説明  
し、継続して実行してもらうようにする  

程・作業                            わる打ち合わせを行う  
内容  

①支援計画と上記打ち合わせに基づく支援の実施（職場定  

着のために必要な支援事項が事業主によって継続してなさ  ・職場定着のために必要な支援事項が事業主によって継続  
フォローアップ  れていることを確認する）  してなされていることを確認する  

②記録の作成（日毎）  一新たな課題が発生していないか確認する   
③支援終了にかかわる打ち合わせを行う  

3．その他  【ジョブコーチ支援事項】  

①障害者支援  
・人間関係、職場内のコミュニケーションに関する事項  
・基本的労働習慣に関する事項  
・職務遂行に関する事項  
・通勤に関する事項  
■社会生活技能、余暇活動等に関する事項  

②事業主支援  
t障害に関する知識に関する事項  
・職務内容の設計に関する事項  

■作業指導・技術指導の方法に関する事項  
・障害者とのかかわり方に関する事項  
・家族との連絡、連携体制の確立に関する事項  

③家族支援  
・障害に関する知識に関する事項  
・職業生活を支えるために必要な知識、支援体制に関する事項  
・事業主との連絡、連携体制の確立に関する事項  

【基本的に知っておくべき知識・スキル】  
・障害特性に関する知識  
・障害特性に応じた職業的課題と対応方法に関する知識・スキル  

・助成金や制度などの基礎知識  
・労働基準法などの基礎知識（権利擁護）  

・事業所内での作業指導に関する知識・スキル  
1職場に障害を理解してもらうスキル  

・障害者の状況に応じて事業主への助言や適切な対応を伝える知識・スキル  

【そのほか】  
・1号請求手続き（毎月）  ・職場の雇用管理に関する知識  



参考資料4④ 第2号職場適応援助者  作成者：株式会社カネボウ 塚田人事グループ長、事務局  
必要な支援内容  必要な能力要件   

就労支援のプロセ   就労支援の職務   必要な知言哉   必要なスキル   
ス  

事業所内の職域開  往）事業所内の業務の切り出しを行う。   ・事業所の職務全般   ・必要な業務遂行能力や必要人員の判断を行う。   
拓  （例）一般社員の業務を切り出す  （注）本来の職域開拓の意味からすると、「新しい仕事を作り出すこと、売  

と清掃、シュレッダー、パソコン  
出入力が主な業務   

（診人事管理部門が求人表を提出する場合  ・求人職種の内容   ・その職種に必要となるスキルを確認し、提案すること。   
に、助言を行う。  

対象者へのアセス  （か基礎情報を収集する。   ・障害種別ごとの障害特性   ・障害特性の把握と、その特性に応じた対応をすること。   
メント   （注）基礎情報の収集により学ぶことで、  

障害ごとの特性や特徴について知ること  
は、ジョブコーチとしての基本として当然  
重要である。   

①関係機関との連携・調整を行う。   ・盟底毯鼠の役割と調整方法   ・関係機関の業務内容を知った上で、各関係機関との信頼関係を構築する。  
’ハローワーク雇用指導官、国立  
職業リハビリテーションセン  
ター、障害者職業能力開発校、精  
神保健福祉センター、地域生活支  
接センター、特別支援学校）   

②家族と面談する。   ・連携方法   ・信頼関係を構築する。  
（顔の見える支援体制の確立）  

・障害者雇用に関する支援制度の活用等を  ①雇用関係の制度及び各種支援措  ・効果的な運用方法等について本人、会社上司等に対するアドバイス  
行う。   置の内容  ■法律・制度に関する理解と適正な運営   

②労働基準法、最低賃金法、安全  
衛生法の概要  

支援計画の策定  ・職業生活をサポートする方策  ・生活支援機関、就業・生活支援センター等との連携及び調整を行う。   

職場環境のアセス  ・職場全体の職務と主要な仕事の  
メント   理解   る。  

②職務分析や課題分析を行う。   ・職場内の職務内容   ・対象者へのアセスメントで把握した職業準備性に応じた職務に適合させ  
る。  

・職務ごとの仕事内容・手順等  ・時間、仕事内容、就業場所等を明示するとともに、本人にわかりやすく説  
明する。  
・障害特徴、仕事の特徴に応じた指示書（文字・絵図等）を作成する。  

③必要に応じて就労支援機器を準備する。  ・障害特性に応じた就労支援機器  
の機能と利用方法   

当  



必要な支援内容  必要な能力要件  
就労支援のブロセ   就労支援の職務   必要な知識   必要なスキル   

ス  

職場における集中  ・必要な期間とわかりやすい指導  
的支援   （教育）内容   

②ナチュラルサポートを形成するため、管  ・本人の特性や特徴、職業的課題  ・状況を正確に把握し、集中支援期間の設定を行う。  
理職への働きかけと同僚の理解促進を行  （注）将来のナチュラルサポート体制への移行を視野に入れること。   

い、現場との連携を強化する  
（注）ジョブコーチだけが理解しているこ  

とのないようにすること。  

職場における支援  ①支援記録を作成する。   ・支援記録の内容   ・日々の支援を記録し、状況の確認を行う。   
の継轟売  ・今後必要となる支援内容を判断する。  

②ケース会議を開催する。   ・会芸義に必要なメンバー、会議進  ・開催時期、開催頻度、確認事項等を判断し、関係者との調整を行う。  
行方法  

③職業的課題への対応   ・課題分析表の把握   ・課題に対する対応状況の見極めと職務における自立度の判断を行う  
・日々の行動を注意深く観察する。  

④生活面での課題への対応   ・就業・生活支援センター、医療  

⑤相談援助   
機関等関係機関の役割   
・傾聴、権利擁護   ・メンター等のカウンセリングの実践能力  

5チェックリストの作成   ・チェックリストの概要   ・チ；一っクリストの活用方法  

⑥能力評価、キャリア形成   ・能力評価   ・適性に能力を評価し、管理者へ助言する。   

フォローアップ  ・フォローアップ   ・フェイディング   ・集中支援からナチュラルサポートへ移行するタイミングの見極めを行う。  
（彰仕事の自立度  

②仕事・職場の変化  
③障害のある人の特性  
④ナチュラルサポート形成  
等の状況判断をする。   

その他：キャリア  
アップ   ②ジョブコーチ会議をはじめとする交流会  

への積極的参加  
③他企業の事業所見学  
④ジョブコーチコーチとしてのキャリア  
アップ・研修機関のネットワークの利用・  
各種研修会への参加  





職業リハビリテーション実践セミナー  

カリキュラム内容  

区分   形態  講座名  内容  
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職  
話題提供  

当事者・当事者団体等からの話題提供を踏まえ、支  

へ  援者及び支援機関に対するニーズを理解する。  

：コ  

t  

ス   講義  職業的課題と対応方法  
別  ～障害特性の理解と支援のあり方～               方法について理解する。  

就業支援に向けた障害特性及び職業的課題、対応  

知  
的  就業支援における連携Ⅰ  就業支援に向けて、福祉、医療・保健、教育、／＼ロー  
障 害                                講    義・意見交換                                              0                  雇用に向けた各関係機関との             ワーク等の関係機関の連         携の役割分担、方法につい   

て理解する。  コ  アプローチ～  

l  

ス  
就業支援における連携Ⅱ  

精 神  
障  
害  
コ  

l  （Aグループ）  
就業支援機関におけるモデル事例の発表をもとに、  

ス  公開ケーススタディ  
支援を行う上でのポイントや支援ノウハウについて  
理解する。  ケースス  

高  
次  

脳  かを選  受講者からの事例報告をもと           に、事例検討及び意  

機  グループケーススタディ  
見交換を行い、就業支援のノウハウを共有化する。  

能  

障  
害  
：コ  小グループにわかれ、受講者同士で地域のネット  

l  意見交換             バズ・セッション  ワークの活用方法、明日から職場で取り組める就  
ス  支援の推進策等について意見交換を行う。  

合計（選択カリキュラム含                                               10  

ユフ  



障害者就業・生活支援センター  

就業支援担当者研修カリキュラム  

カリキュラム内容  

区舅  形態   講座名   内 容   時間（分）   

講義  職場における雇用管理の実際  事業所における具体的な障害者雇用の取り組み及び支援者に求める事   
90  

講義  障害特性と職業的課題Ⅰ（知的陣  知的障害者及び発達障害者の障害特性と職業生活上の課題及び対処   
100  

方法、雇用管理の方法と課題に関する理解  

講義   障害特性と職業的課題Ⅱ（精神障  精神障害者の障害特性と職業生活上の課題及び対処方法、雇用管理の  90  
害）   方法と課題に関する理解  

必  障害特性と職業的課題Ⅱ（身体障  身体障害者及び高次脳機能障害者の障害特性と職業生活上の課題及   100  
害・高次脳機能障害）   び対処方法、雇用管理の方法と課題に関する理解  

修  

力  55   

リ  
のワ 

キ  
講義   障害者雇用対策の概要と支援セン  障害者雇用対策の概要と障害者の雇用施策の現状、支援センターの施   100   

ターの役割   策的な位置付け及び業務運営についての理解  

ム        意見交換  意見交換   就業・生活支援センターの担当者からの話題提供を受け、随菓リハビリ   135  
テーションにおける就業支援担当者の役割に関する理解  

講義  ケースマネージメントの取り組み   
障害者の就業支援におけるケースマネージメントの概念及び方法論に関  75  
する理解  

講義  事業主支援の基礎理解   事業主支援のあり方や心構え、効果的支援方法、対応方法の理解   75  

意見交換  ケーススタディ   障害者就業・生活支援センターからの事例報告に基づき、グループでの   170  
ケーススタディ   

束壷 

ラカ  ≒ 分析の ■1て案 方法私的用等の理解 1・60▲∴二  

計（選択カリキュラム含む）     1，150   

選択カリキュラム   



障害者就業・生活支援センター   

就業支援スキルアップ研修  

カリキュラム内容  

形態   講  座  名   内  
容   時間  

（分）   

講義   

職業相談の技法   
職業準備訓練場面等での効果的な相談技法及び課題   

演習  の把握の仕方、工夫等の習得  
150  

期 （  

230  

集  
専門職としての自己分析の方法を学び、能力を開発、   

講義 演習  専門職としての自己分析・自 己啓発  120   
A  

習得  

研  

職場（作業）改善と職務再設  事業主の業務内容を把握した上で、職場（作業）改善   
修  

講義  
や職務の再設計を提案できるような技法の習得  

120  

）  

討議  意見交換（1）   
前期研修の振り返りを通して、業務への活用方法につ  120     いの   

て討議   

実  

践  
テーマに係るレポートを作成（ケーススタディ、評価関  

実践期レポート作成（3種）         係実践結果（2種））   

期  

後   アセスメントの視点と技法Ⅱ  前期研修を基に実施した実践期における実践結果を   講義 演習      230  期  
上  

（  

集  
受講者から提出してもらった支援事例を検討すること   

410   
A l＝コ  

により、障害者の就業支援についての理解を促進  

研  

支援センターの中堅職員としての役割と効果的な支援   
修   120     を行うための方法、望ましい業務遂行等についての討   
＼－′  

議   

計  1，500  

、   



障害者就業・生活支援センター  

主任就業支援担当者研修カリキュラム  

カリキュラム内容  

形態  講座名  内 容  
時間  
（分）  

野  

知      ，矢    的              者の障    害   特性と  生・                                              嘩  

：／             廿 ？．二（二厚：．  ヽ    ゴ     ■■【  

鱒；                  ■■  高次麗                     東          卑卿甲鱒       撃墜   筆者                                                                     呂…    J  

革‡  

座  
の       シ・   テー  

ーお  
J′ 

講義       障害者雇用対策の概要と支援セン                障害者雇用対策の概要と障害者の雇用施策の現状、支援センターの施策                               100                 ターの役割                的な位置付け及び業務運営についての理解  
必  

修  
就業・生活支援センター長からの話題提供を受け、職業リハビリテーション  
における主任就業支援担当者の役割に関する理解  

135  

力  

リ  障害者の就業支援における組織のマネジメントの概念及び方法論に関す  

キ  
講義       就業支援におけるマネジメント  

る理解  
75  

ラ  75  

ム  

意見交換       ケーススタディ  
障害者就業・生活支援センターからの事例報告に基づき、グループでの  170  
ケーススタディ   

車重 ユ択：                                                                                                                                                          うゎ：  

ヰり 

合計（選択カリキュラム含む）                                                      り50   

選択カリキュラム（就業支援担当者研修と合同）  

4   



発達障害者就業支援セミナー  

カリキュラム 容   

区分  形態   講座名   内容   
時間  

（分）   

発達障害者支援施策の  発達障害者の支援施策（雇用対策を含む）の   
講義  現状及び動向について理解する。  

70  

必  

講義  障害特性と職業的課題  発達障害者の障害特性と職業的課題、対応方   
150  

意見交換  （発達障害）   法について理解する。  

修  
講義  当事者のニーズ   

発達障害者の当事者や家族の就業支援者に  
対するニーズを理解する。   

90  

力  
講義  職場における雇用管理  発達障害者を雇用する事業主の雇用管理の取   

75  
り組みの実際、支援者へのニーズを理解する。  

発達障害者の雇用や雇用継続に向けての事  
講義  140  

リ  
等について理解する。  

障害者散薬総合センター職業センターで取り組んでいる発  

講義 意見交換 演習  発達障害者の就業支援   達障害者へのワークシステム・サポートプログラムとその理   125  論的背景を把握するとともに、実際の支援事例の紹介によっ  

キ  て、支援技法の活用の方法を理解する。  

受講者がワークシステム・サポートプログラム等の支援技法  
意見交換  バズセッション  を実践の場で活用するためのヒントを得るためにグループ  100  

ディスカッションを行い、さらなる技法の習熟を目指す。  

事例検討   ケーススタディⅠ   
発達障害者の就業支援の技法に関する事例について、支援  

意見交換  
のポイントをグループで意見交換を行うことにより、支援技法  
についての実践的理解を深める。   

ケーススタディⅡ  ネットワークを活用した発達障害者の就業支援に関する事  

（Aグループ）  
例を受講者から提出してもらい、グループディスカッションを  
行うことにより、支援の実践についての理解を深める。   

事例検討  

ム  ネットワークを活用した発達障害者の就業支援に関する事  
120  

ケーススタディⅡ  例を受講者から提出してもらい、事例検討及びグループディ  

（Bグループ）  
スカッションを行うことにより、発達障害者支援センター就労  
支援担当者としての支援の実践についての理解を深める。  

；＝き撃‡  

課題分析の概要と実鹿三二‡  法宅ある課題分析ゐ鹿妻こ：＝棄施方法友び藩由 160 

皐・サニ  

合 計（選択含む）     1，150   

l l  

L＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿三選択カリキュラム   



配置型職場適応援助者養成研修及び   
第1号職場適応援助者養成研修  

カリキュラム内容  

区分  形態  地場尺   講  座  名   内  容   時間  
（分）   

・障害者雇用対策の概要に関する理解   
講義  、合センタ  職業リハビリテーション概論  100      ・職業リハビリテーションの基本概念と休系の理解及び現状と動向についての情  

報提供  

職場適応援助者の職務及び職場適応援助者による援助の事業の理解、地域セ   
講義  、合センタ  職場適応援助者の職務Ⅱ  120      ンタ一業務と職場適応援助者の職務との関連の理解、職業り／＼どリテーション計  

画及び職場適応援助者による支援計画の活用の理解  

本  障害者のケースマネジメントの概念及び方法論についての理解   60  

講義  、合センタ  障害特性と職業的課題Ⅰ（知的障害・発達 障害）  知的障害及び発達障害の障害特性と職業的課苛、対応方法   120  

講義  、合センタ  障害特性と職業的課題Ⅱ（精神障害）   精神障害の障害特性と職業的課題、対応方法   90  

部  
講義  、合センタ  障害特性と職業的課題Ⅲ（身体障害者・高 次脳機能障害）  身体障害及び高次脳機能障害の障害特性と職業的課題、対応方法   120  

講義  、合センタ  課題分析の理論   課題分析の概念、内容、実施方法及び活用等の理解   150  

講  

義・  課題分析技法を活用した作業指導及び作業環境へのアプローチの方法の理解  240  

研  

講義  、合センタ  事業主支援の基礎理解   地域センターにおける事業主支援のあり方、職場適応援助者による事業主支援  90  
の心構え、効果的支援方法、対応方法の理解  

講義  、合センタ  職場における雇用管理の実際   企業側から見た障害者雇用管理の現状と就労支援における企業ニーズの理解  60  

ケース  
修  具体的支援事例の検討を通じての、職場適応援助者の職務及び支援技法の具  240  

丁†   体的理解  

講義  、合センタ  家族支援と生活支援   ・職場適応援助者による家族への支援の考え方と支援方法の理解   
・職業生活を支える生活支援の考え方と支援方法の理解  

100  

講義  、合センタ  支援記録の作成Ⅰ   支援記録作成に関する基礎的事項の理解   50   

講義  地域セン  
ター   

職場適応援助者の職訊こついて、その意義と実際について理解   90  

地  

義・  地域セン  事業所での支援の心構えと支援技術Ⅰ  
見学  基礎理解  
笠   
講  

支援計画について   職場適応援助者による支援計画及びフォロトーアツプに関する支援の計画の意  120  

域  味、内容、活用方法等についての理解  

演習  地域セン  事業所での支援の心構えと支援技術Ⅱ  事業所における支援の際の心構え、留意事項及び支援方法についての具体的  420    四   理解  

研  支援記録作成の具体的な理解  150  

演習  ケース会議の目的・位置付け、観察・聴取事項の報告、報告に基づく支援方策  120  
クー  考察、検討内容についての理解  

修  

スス   具体的支援事例の検討を通じての、具休的支援方法・技術及び支援上の課題  120  
タ  等の的確な整理方法の理解   
T＿′   

合 計 時 間 （分）  2．710   

うち、総合ンケ一美施分  1，540   

うち、地域センター実施分  1．170  

0  



第2号戦場適応援助者養成研修  

カリキュラム内容  

区分  形態  実施場所   講座名   内容   時間（分）   

・障害者雇用対策の概要に関する理解  
講義  総合センター  職業リハビリテーション概論   ・職業リハビリテーションの基本概念と体系の理解及び現状と  

動向についての情報提供   

講義  総合センター  第2号職場適応援助者の職務  第2号職場適応援助者の職務の理解   、120  

講義  総合センター  ケースマネージメントの取り組み  障害者のケースマネージメントの概念及び方法論についての 理解  60  

障害特性と職業的課題Ⅰ   講義  総合センター  知的障害及び発達障害に関する障害特性と職業的課題、対  120  
応方法の理解  

本  

講義  総合センター   障害特性と職業的課題Ⅱ  精神障害に関する障害特性と職業的課題、対応方法の理解  90  
（精神障害）  

障害特性と職業的課題Ⅲ   
部  講義  総合センター    身体障害及び高次脳機能障害に関する障害特性と職業的課  120     （身体障害・高次脳機能障害）  冠、対応方法の理解  

講義  総合センター  課題分析の嘩論   課題分析の概念、内容、実施方法及び活用等の理解   150  

研  
総合センター  作業指導の実際   課題分析技法を活用した作業指導及び職場環境へのアブ   240  

演習  ローチの方法の理解  

・職場適応援助者による家族への支援の考え方と支援方法の  
講義  総合センター  家族支援と生活支援  理解  100  

修  ・職業生活支援の考え方と支援方法の理解  

講義  総合センター  支援記録の作成Ⅰ   支援記録作成に関する基礎的事項の理解   50  

ケースス   事業所  雇用管理の実際と第2号職場適  障害者を雇用する事業所の雇用管理の方法及び第2号職場  240  
タディ  応援助者による援助   適応援助者の役割の理解  

講義  総合センター  職業生活継続のための企業の役 割  企業が行う職業生活支援のあり方の理解   60  

講義  総合センター  職業リハビリテーション機関の活  職業リハビリテーション機関の機能を理解し、職場適応援助者  60     用方   

法   による援助の実施のためのネットワークの構築方法の理解   

講義・演  地域センター  支援計画の作成Ⅰ   職場適応援助者による支援計画作成のためのアセスメント、  180  
習  プランニングの方法の理解  

演習  地域センター  第2号職場適応援助者による作  課題分析の手法を活用した事業所内での作業指導等につい  420     菜摘の  ての  

導実際   理解  

地  
演習  地域センター  支援記録の作成Ⅱ   支援記録作成の具体的な理解   120  

域  

講義  地域センター  地域の社会資源の活用   ネットワークの利用方法、福祉制度・機関の役割の理解   60  

研  

講義・演 晋  地域センター  事業所内調整の方法   
修  

事業所内での各種調整内容、方法の理解   90  

講義・   
地域センター  支援計画の作成Ⅱ   ケース会議等を活用し職場適応援助者による支援計画につい   

演習  て関係者と合意形成を図る方法の理解  
90  

ケースス   地域センター  ケーススタディ   具体的支援事例の検討を通じての、具体的支援方法・技術及  180  
タディ  び支援上の課題等の的確な整理方法の理解   

合 計 時 間  2．650   

うち、総合センター実施分  1，510   

うち、地域センター実施分  1．140  



参考資料5◎  

厚生労働大臣指定 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修   

第1号職場適応援助者養成研修モデルカ リキュラム  

科目  形態  内容   講師   時間数  

職業リハビリテ           講義   ・職業リハビリテーションの概論   職業リハビリテーション  1～2時   

ー・－ション概論と  
・障害者雇用促進に関する制度と最新動向  に関し学識経験を有する  間程度   

諸制度  ・職業リハビリテーションの体系と職場適  者であること   

【共通】  応援助者による援助の位置づけ   

第1号職場適応  講義   ・第1号職場適応援助者の役割と職務内容  職場適応援助者による援  3～4時   

援助者の職務  ・ 全体の支援プロセスと支援方法   助に関し学識経験を有す  
●  

る者又はこれに準ずる者  

であること   

障害特性と職業  講義   ・各障害（身体障害・知的障害・精神障害・  当該障害の特性及び職業  3～4時   

的課題  発達障害）の障害特性、職業的課題及び支  的課題について学識経験  問程度   

【共通】  援方法   を有する者であること   

職場＝こおける雇  講義   ・事業所における障害者の雇用管理の現状  事業所における障害者の  1時間程   

用管理の理解  と課題   雇用管理に関し実務経験  度  

・ 就労支援における企業のニーズ   を有する者であること   

ケースマネジメ  講義   ・ 障害者の就労支援におけるケースマネジ  職業リハビリテーション  1／、2時   

ントの取り組み  メントの概念及び方法論   に関し学識経験を有する  間程度   

【共通】  ・ アセスメントと計画の実際   者であること   

課題分析の理論  講義   ・ 課題分析の概念、内容、実施方法   課題分析の理論に精通  4～6時   

と作業指導の実  及び   ・ 課題分析に基づく作業指導の方法と作業  し、作業指導に関し3年  間程度   

際   演習   環境へのアプローチ方法   以上の実務経験を有する   

【共通】  ・ 課題分析の実際   音叉はこれに準ずる者で  

あること   

家族支援と職業  講義   ・ 家族への支援の考え方と障害別（知的障  障害者の就労支援に関し  2時間程   

生活支援の実際  害・精神障害等）の効果的な家族支援の方  3年以上の実務経験を有  度   

【共通】  法   する音叉はこれに準ずる  

・職業生活を支える支援の考え方と支援方  

法   

に上る援助の実  究   職場適応援助者〃）職務及び支援技法の理  は第2号職場適応援助者  間程度   

際  解   として実施した援助の日  

数の累積が240日以上  

である音叉はこれに準ず  

る者であること  職場適ノノ己こ援助首  



科目   形態   内容   講師   時間数   

支援計画、フォロ  講義   ・ 支援計画及びフォローアップ計画の意  職業リハビリテーション  2～3時   

ーーアップ計画に  及び   味、内容と活用方法等   業務に精通し、職場適応  間程度   

関する理解   演習   ・ 支援計画作成のためのアセスメント、プ  援助者による援助に関し  

ランニングの方法   学識経験を有する者又は  

・ フォローアップ計画作成のための状況把  これに準ずる者であるこ  

握   と   

事業所での支援  講義   ・ 事業主支援のあり方   第1号職場適応援助者又  4′、9時   

方法の基礎理解  及び   ・事業所における支援の心構えと留意事項  は第2号職場適応援助者  間程度  

演習   ・ 事業主のタイプに応じた対応方法   として実施した援助の日  

・ 具体的な支援の流れと方法（企業との相  数の累積が240日以上  

談・調整、職場のアセスメントと職務再設  である者又はこれに準ず  

計、事業所に対する障害特性の説明と社内  

啓発、ナチュラルサポートの形成）   

事業所での職場  実習   ・ 事業所での支援の実際  6～7時   

適応援助者によ  ・ 支援の段階に応じた支援方法  間程度   

る支援の実際  

支援記録の作成   ・ 支援記録の作成方法と活用方法  2～3時  

【共通】   間程度   

演習  

ケース会議   

演習   

・ ケース会議の目的と基本的な流れ   第1号職場適応援助者又  1へ′2時   

【共通】  ・ケース会議への参加を通じての観察・聴  は第2号職場適応援助者  間程度  

取事項の報告のあり方、支援方策の考察等  として実施した援助の日  

の理解   数の累積が240日以上  

である者又はこれに準ず  

る者であること   

ケーススタディ  事例研  ・様々な支援事例の検討を通じての、具休  職業リハビリテーション  2時間程   

【共通】   究   的支援方法・技術及び支援上の課題等の的  業務に精通し、職場適応  度  

確な整理方法   援助者による援助に関し  

学識経験を有する者又は  

これに準ずる者であるこ  

と   

備考   

1第1欄に【共通】とある科目は、第1号職場適応援助者養成研修及び第2号職場適応援助者養成研修におい   

て共通する科目のことを指す。   

2 r一事業所での職場適応援助者による支援の実際Jについては、実習を6～7時間行うことが困難である場合   

は、実習を3時間行うことに加え、演習を6～7時間行うことで代替することも可能とする。  



第2号職場適応援助者養成研修モデルカリキュラム  

科月   形態   内容   講師   時間数   

職業リハビリテ  講義   ・ 職業リハビリテーションの概論   職業リハビリテーション  1～2時   

、・こ．ヨン概論と  ・ 障害者雇用促進に関する制度と最新動  に閲し学識経験を有する  間程度   

諸制度  向   者であること   

【共通】  ・職業リハビリテーションの体系と職場  

適応援助者による援助の位置づけ   

第2弓一職場適応  講義   ・ 第2号職場適応援助者の役割と職務内  職場適応援助者による援  3～4時   

援助者の職務  容   助に関し学識経験を有す  間程度  

・全体の支援プロセスと支援方法  る音叉はこれに準ずる者  

であること   

障害特性と職業  講義  ・各障害（身体障害・知的障害・精神障          当該障害の特性及び職業  3～4時   

的課題  害・発達障害）の障害特性、職業的課題  的課題について学識経験  間程度   

【共通】  及び支援方法   を有する看であること   

安定しノた職業生  講義   ・ 職業生活支援における事業主の役割  障害者の就労支援に関し  1～2時   

活のための企業  ・家族、支援機関との連携方法   3年以上の実務経験を有  

の役割  する者又はこれに準ずる  

者であること   

ケ、リー－一スマネジメ  講義   ・ 障害者の就労支援におけるケースマネ  職業リハビリテーション  1～2時   

ントの取り組み  ジメントの概念及び方法論   に閲し学識経験を有する  間程度   

【共通】  ・ アセスメントと計画の実際   者であること   

課題分析の理論  講義   ・ 課題分析の概念、内容、実施方法   課題分析の理論に精通   4～6時   

と作業指導の実  及び   ・ 課題分析に基づく作業指導の方法と作  し、作業指導iこ関し3年  間程度   

際   演習   業環境へのアプローチ方法   以上の実務経験を有する   

【共通】  ・ 課題分析の実際   音叉はこれに準ずる者で  

あること   

家族支援と職業  講義   ・ 家族への支援の考え方と障害別（知的  障害者の就労支援に関し  2時間程   

生活支援の実際  障害・精神障害等）の効果的な家族支援  3年以上の実務経験を有  度   

【共通】  の方法   する音叉ほこれに準ずる  

・職業生活を支える支援の考え方と支援  

方法の理解   

雇用管理の実際  事例研究  ＊業所における障害者の雇  用管理  第1号職場適応援助者又  1～4時   

と事業所内にお  ・ 実際の支援事例の紹介を通じての第2  は第2号職場適応援助者  間程度   

ける職場適応援  号職場適応援助者げ）職務及び支援投法の   として実施した援助〝）日   

助肯による援助  理解   数の異稽が240【1以上二  

〝）′実際  である首又はこれに準ず  

る甘であること  
」＿】  



科目   形態   内容   講師   時間数   

地域の社会資源  講義   ・社会資源の種類（雇用・保健福祉・教  障害者の就労支援に閲し  1′～ 2   

の活用  育等）と役割   3年以上の実務経験を有  時間程  

・ 職場適応援助者による援助の効果的な  する者又はこれに準ずる  度  

実施のためのネットワークの利用方法  者であること   

事業所内調整の  講義   ・事業所内での調整業務の内 容、具体  第1号職場適応援助者又  2／～ 8   

方法   及び  的な調整方法   は第2号職場適応援助者  

演習  として実施した援助の日  

数の累積が240日以上  

である者又はこれに準ず  

る者であること   

支援計画の作成  講義   ・ 支援計画の意味、内容と活用方法等  職業リハビリテーション  3時間  

及び   ・ 支援計画作成のためのアセスメント、  業務に精通し、職場適応  程度  

演習   プランニングの方法   援助者による援助に閲し  

学識経験を有する音叉は  

これに準ずる者であるこ  

と   

事業所内での職  実習   ・ 事業所での支援の実際   第1号職場適応援助者又  6～7時   

場適応援助者に  ・ 支援の段階に応じた支援方法   は第2号職場適応援助者  

よる支援の実際  として実施した援助の日  

支援記録の作成  講義   ・ 支援記録の作成方法と活用方法  数の累積が240日以上   

【共通】   及び  である者又はこれに準ず  

演習  る者であること   

ケース会議   演習   ・ ケース会議の目的と基本的な流れ   第1号職場適応援助者又  1～2時   

【共通】  ・ ケース会議への参加を通じての観察・  は第2号職場適応援助者  間程度  

聴取事項の報告のあり方、支援方策の考  として実施した援助の日  

察等の理解   数の累積が240日以上  

である者又はこれに準ず  

る者であること   

ケーススタディ  事例研究  ・ 様々な支援事例の検討を通じての、具  職業リハビリテーション  2（一3時   

l共通】  体的支援方法・技術及び支援上の課題等  業務に精通し、職場適応  間程度  

の的確な整理方法   援助者による援助に関し  

学識経験を有する者又は  

これに準ずる者であるこ  

と   

備考   

1 第1欄に【共通】とある科目は、第1号職場適応援助者養成研修及び第2号職場適応援助者養成研修におい   

て共通する科目のことを指す。   

2 「事業所内での職場適応援助者による支援の実際」については、実習を6～7時間行うことが困難である場   

合は、実習を3時間行うことに加え、演習を5～6時間行うことで代替することも可能とする。  
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